
Title 唐末沙陀「李克用墓誌」訳注・考察

Author(s) 森部, 豊; 石見, 清裕

Citation 内陸アジア言語の研究. 2003, 18, p. 17-52

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/20455

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



唐 末沙陀 「李 克用墓誌」訳 注 ・考察

森 部 豊 ・石 見 清 裕

1は じめに

本稿は,中 国唐王朝の末期に山西北部(代州 ・朔州～太原)に勢力をふるった

沙陀族の首領,晋 王李克用の墓誌のテキス ト化と,そ れによる問題点の考察を

行 うものである.周 知のとお り,沙 陀は沙陀突厭 とも称 され,テ ユルク系民族

とされる,沙 陀の一氏族李氏は,本 来の姓は朱耶 といい,朱 耶赤心が鹿鋤の乱

鎮圧に勲功をあげ,そ の褒賞として唐室から姓李氏を賜 り,李 国昌と名乗って

か ら李姓が子孫に受け継がれた.本 稿の墓主,李 克用はその李国昌の子で,克

用の代に沙陀族は唐末の政局を左右するほどまでに勢力を伸長させたが,朱 全

忠が唐 ・哀帝から帝位を纂奪 して五代 ・後梁を建国した翌年(908年)に,李 克

用は没 したと史書は伝える.そ の後,李 氏の頭領は克用の子の李存筋が継ぎ,

この存錫がのちに後梁を倒 して五代の後唐 を建国することになる(廟号は荘宗).

このように,9～10世 紀の中国史 ・東アジア史に極めて大きな役割を演じた

沙陀族であるが,そ の割にはこれまでこの種族についてはさほど多くの研究が
　ユ 　

な され て い る訳 で は な い 。 そ の理 由 の一 つ は,特 にわ が 国 で は,こ の 時代 の研

(1)こ れ まで の 主 な沙 陀 研 究 には 次 の よ う な論 考 が あ る.小 野 川 秀 美 「河 曲六 州 胡 の沿

革 」(『東 亜 人 文 学 報 』1-4,1942年),岡 崎 精 郎 「後 唐 の 明 宗 と旧 習(上)」(『 東 洋 史研 究 』

g-4,1945年),同 「後 唐 の 明 宗 と旧 習(下)」(『 同』10-2,1948年 〉,同 「チ ュ ル ク族 の

始 祖 伝 説 に つ い て 一 沙 陀朱 耶氏 の場 合 一 」(『史 林 』34-3,1951年 〉,同 「新 唐 書 沙 陀伝

(訳 注)」(『 騎 馬 民 族 史 一正 史北 狭 伝 一 』3,平 凡 社 東 洋 文 庫,1973年),Yang,Lien-

sheng,砧A``PosthumousLetter"fromtheChinEmperortotheKhltanEmperorin942",κ αrvαr4

/o㏄rηα」げA写 ∫α∫'c∫∫μ4'θ5VHO(1947),室 永 芳 三 「唐 代 の 代北 の 李氏 につ い て 一沙 陀 部

族 考 そ の3一 」(『有 明工 業 高 等 専 門学 校 紀 要 』7,1971年),同 「唐 代 にお け る沙 陀 部

族 の 成 立 一沙 陀部 族 考 そ の1」(『 同 』8,1971年),同 「吐 魯 蕃 発 見 朱 邪 部 落 文 書 につ

い て 一沙 陀 部 族 考 そ の1(補 遺)一 」(『同 』10,1974年),同 「唐 代 にお け る沙 陀 部 族 の

拍 頭 一 沙 陀 部 族 考 そ の2一 」(『同 』11,1975年),傅 楽 成 「沙 陀 之 漢 化 」(『華 岡 学 報 』/
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究視座がいわゆる「唐宋変革」論におかれて きたためであろう.こ の視点では,

唐末 ・五代は中国史の一大分岐の時代とされ,研 究の焦点が主として中国国内

の構造変化にあてられるため,民 族動向は二次的にしか扱われないのである,

それだけではなく,沙 陀族の研究が立ち遅れたもう一つの理由は,史 料の残

存状況に求められるのではあるまいか。すなわち,当 然『旧唐書』に立てられて

しかるべ き李克用の列伝が,唐 末の記録混乱のためか,あ るいは彼の子がのち

に帝位に就いたので五代 ・後晋の編纂者が避けたためか,結 局『旧唐書』には立

伝されず,唐 末の沙陀のまとまった記録は『新唐書』沙陀伝まで時代を下 らねば

ならない.し かしながら,『新唐書』(噺五代剋 も同様であるが)は,欧 陽脩 ら宋

人独特の合理主義によって史料操作が行われている可能性がある.一 方,『 旧五

代史』は巻25・26に 「武皇紀」として李克用の伝記 を載せ るが,同 書は夙に散

逸 し,現 行の ものは 『永楽大典1等 からの部分的復元にすぎないのである.

このように見てくると,本 稿に取 り上げる「李克用墓誌」がいかに貴重な記録

であるかが理解されよう。まさにそれは一級史料であり,し かも沙陀族サイ ド

か ら書 き残 された情報である可能性が高いのである.

そこで筆者らは,本 墓誌をなんとか学界で利用できるようにするため,2度

にわたって現地調査を行った.そ の成果を,こ こに報告 したい.

＼2,1965年;同 著 『漢唐 史論 集』,聯経 出版事業 公司,1977年,再 録),徐 庭 雲 「晩唐

五代時期的沙 陀」(『中央民族学院学報』1987-1,1987年),同 「沙 陀与昭武 九姓」(『慶祝

王鍾翰先生八十寿辰論文集』,遼 寧大 学出版社,1993年),李 鴻賓 「沙陀貴族漢化問題 」

(『理論学刊』1991-3,lggl年),王 義康 「沙陀貴族漢化問題再評価」(『陳西 師範大 学学

報」第24巻,第4期,1995年),李 樹桐 『唐 史索隠」(「唐代借用外兵之研究,三,僖

宗借沙陀兵」,台 湾商務 印書館,1988年),焚 文礼 「関於沙陀 内遷 的幾個問題」(『煙 台

師範学 院学報 』1997-4,1997年),同 『唐末五 代的代北集団』(中国文聯 出版社,2000

年),石 見清裕 「唐 代 「沙陀公夫人阿史那氏墓誌」訳注 ・考察」(村山吉廣教授古稀記 念

『中国古典学論集』,汲 古書 院,2000年),察 家 芸 「沙 陀族歴 史雑探」(『民族研究』2001-

1,2001年),森 部豊 「後晋安万金 ・何氏夫妻墓誌銘 お よび何君政墓誌銘」(『内陸 アジ

ア言語 の研 究』XVI,2001年).
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2史 料の概況

「李克用墓誌」を求めて,ま ず2001年8月 に森部が山西省北部 を調査 した結

果,原 石 ・拓本ともに代県の文廟(代 県博物館 を兼ねる)に保管されていること

がわかった.幸 いにしてそれらは公開されていたので,こ の時の拓本写真をも

とに帰国後,筆 者ら2人 がそれぞれに基礎的な釈文作業を行い,そ れらをつき

あわせつつ,2002年8月 に森部 ・石見が再度現地を踏み,原 石 ・原拓を調査 し

てテキス トを作成 した.

李克用墓は代県の西南,七 里鋪村の農村内にあり,か つては高さ約10m,周

囲約60mの 墳丘をもっていたという.1989年 に析州地区文物管理処 と代県博

物館によって発掘調査され,墳 土が取 り除かれ,そ の下の直径9.7m,深 さ556

mの 円筒型墓室から,十 二生 肖像,墓 室浮雛侍従像,墓 室外囲画像醇,壁 画等

とともに墓誌と誌蓋が発見され,調 査後にそれらの遺物は全て文廟に移管され
く　ラ

た の で あ る.文 廟 で は東 の 廊 房,す な わ ち本 殿 大 成 殿 に 向 か っ て 右 側 の廊 房

に,そ れ らは展 示 され てい た.

さて,誌 石 は 縦 横 そ れ ぞ れ93cm,厚 さ21cmで,全39行,1行42字,書

体 は 基 本 的 に は楷 書 で あ る.た だ し異 体 字 が しば しば用 い られ,同 じ文 字 で も

本 字 ・異 体 字 が 混 用 され て い る.そ の た め,誌 面 の残 存 状 況 は ほ ぼ良 好 で はあ

る もの の,欠 損 箇 所 や 摩 耗箇 所 の 異 体 字 に は釈 文 し難 い部 分 もあ る.な お,誌

蓋 は 「晋 王 墓 誌 」の4字 が 象 刻 され る.

と ころ で 「李 克 用 墓 誌 」は,本 稿 以前 に拓 本 写 真 ・録 文 が 全 く公 表 され な か っ

た訳 で は な く,こ れ ま で に次 の よ うな ものが 公 に され て い る.

①(拓 本 写 真)『 階唐 五 代 墓 誌 匪編 』山西 巻(天 津 古 籍 出版 社,1991年)p.正77.

②(録 文)『 全 唐 文 新 編 』巻819(吉 林 文 史 出版 社,2000年)pp.IO178一 一1017g.

③(録 文)『 全 唐 文 補 遺 』第7輯(三 秦 出 版社,2000年)pp.164-166.

④(録 文)『 雁 門 碑 紗 』(遠 方 出版 社,2002年)pp.105-109.

(2)崔 有良 「晋王墳 清理始末」(山西省 代県政協 文史資料研 究委員会編 『代 県名勝古　専

輯』,出 版年不明,1993年 序).
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しか しなが ら,こ のうち,① の写真はあまりに縮小され,こ れに基づいて正

確な録文 を作成することはまず不可能である.② の録文は,墓 誌文の末尾7

行,252字 が省略されているばか りか,録 文された部分にもあまりに誤録 ・未

解読文字が多い(筆 者 らの録文 と比較すると,そ れらは実に180字 にも達す

る).③ は全文が録文され,② よりは扱いがi真重であるが,そ れでも誤録 ・未解

読部分が多い(同 じく72字).② と③に誤録が多いのは,写 真① に基づいて録

文 したためと思われる.な ぜならば,筆 者らも写真①か ら録文を試みたとこ

ろ,同 じ箇所に誤録を生 じた経験をもつからである,そ れに対 して,④ は代県

周辺の石刻文を集成 した ものだけに,原 拓に基づいたと思われるが,そ の割に

はやはり誤録が多 く(同 じく74字),全 体的にさほど歴 史知識の豊富でない者

の手になると見られる.

このように,以 上のいずれをテキス トにしても,本 墓誌を史料 として扱うこ

とは絶対に無理な状況にあ り,そ ればか りか文章として読むことす ら不可能に

近い.そ こで本稿は,ま ず第一に,本 史料の正確なテキス トとその訳注を学界

に提供することを目的とする.そ して第二に,そ れを在来の編纂史料 と比較

し,そ こから生じるい くつかの問題点を提起 したい.

3「 李克用墓誌」訳注 【P聖a`eV-VIII1

(1)釈文 ・訓読の字体は墓誌の字形 どおりに起 こす.た だし異体字は旧字体

とする.

(2)口語訳では常用漢字を用いる.

(3)前掲 ②,③,④ の誤録は,煩 を避けていちいち注記 しない.

〔釈 文 〕

1唐 故河東節度観察庭置等使開府儀同三司守太師兼中書令各王墓誌銘 井序

2門 吏節度副使朝議郎前守尚書祠部郎中知制詰柱國賜紫金魚袋盧 汝

弼奉 命撰

3直 □下亘隻属金膏洪潤之璽窪有所謂不徒方流載玉川媚孕珠時有磨世出圖澄
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波啓運則 英雄誕焉

4聖 賢出焉育彼 鴻休梓叢平祉者也又何必郊麟穴鳳健龍霊鞭而爲瑞哉惟

5我 晋王是麿 間異 王諌克用字翼聖朧西成紀人世以 象河命氏與 磐石

聯枝自四代帽益度薩

6延 陥国君無敵將軍曽祀思葛統國襲爵覇有陰山柑執儀皇任陰山府大都督三軍

沙1勉都知圓圃使兼御

7史 中丞烈考國昌皇任左龍武統軍槍校司徒致休飾終追加太保臆夫大功大名垂

慶垂商必顯綿遠以纂

8忠 勲故在 憲宗時有若 都督鐵力 王家在 酪宗時有若 統軍聾

行 天討在

9禧 宗 昭宗時有若 各王奮志提父夷兇衛吐名標圭東爲天下先 三世

蝉聯 九朝盛美

10王 本是 徽麓生特英逼以匡合力爲 杜穫臣雨復 乗輿再珍祇肇抑揚峻秩践

履崇封初自雲州刺史

11兼 御史大夫以統軍請老表 王代將部族 朝廷途命検校左散騎常侍f乃以代

州建雁門軍 王兼鷹

12門 節度留後未幾 王親率賦輿西破黄巣賊於長安以功正授鷹門節度使検校

兵部尚書旋又就加検

13校 左僕射尋復 詔拝河東節度使検校司空勤 王奉 寵継晋文三命之尊勢葉

策勲全唐叔疏封之重

14自 司空加司徒平章事歴太保太傅以解陳州園再襲敗黄樂於宛句迫究州傳賊首

於闘下推功校最以

・15王爲先途加検校大尉傍兼侍中進封朧西郡王真食五百戸兼賜鐵券錫號

功臣後以破

正6那 州王行鍮功冊守太師兼中書令封圖王惣食弍萬戸眞食一千五百戸嚢鳥既擦

戎轄之車益重茄籍笈

17設 玄珪之命仮崇故齊履就封只帯帝師之號筍池浴日止昇中令之榮未有兼列真
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王傍開全各者也初

18王 自作牧雲中登壇井部歴官相府猶侍 鯉庭詩賦縞衣爽輔同榮於五教圖形麟

閣標奇封列於一時道

19盛 爾全事光千古加以禮樂恭巳忠孝筋躬修職貢改教臣府無虚月謹 庭閾而侍

膳行茂肥家自銀印青

20綬 累秩進律至儀同弍司及雲中太守亜丞相累官錫命至正三師眞上宰爲列國王

皆不以冒寵虚

21恩 澤悉以忠力元勲再之 君命而後受也至於在 統軍左右時率師破賊錐視武

英雄傑立於世亦不檀

22己 自任必稟命而行故天下凡言爲子爲臣之道者皆折衷於 王也唯是睦鄭赴

難急於奉漏沃焦故鄭

23壌 有不叶者莫不費其絃縫聴之關鉄黄藁偏紀改爲金統裏邪窟號改爲建貞天下

莫不軌從唯 王首以

24□ 破迄今朱温惜纂唯 王之土不易於 吾唐之風乃知與唐之所以王者蓋唐礼

孟在於此　鳴呼唯浮

25休 之理難 三皇五帝亦不能喩於数者蓋天之阻也故達□□知命焉況 命世英

雄其來世有謂其去也

26量 徒然哉属今之世 先昭皇帝爲賊之斌一旦天下墜塗□□鴻圖寳酢未有

嗣焉而 王方以墜

27境 削敵寝疾半稔弥留之際封域帖寧万彙群心率然有付傳於令嗣信天命乃露耶

難彼帝王者又焉得輕

28擬 諸盛烈哉以天祐五季戊辰正月二十日亮於 路寝享年五十三 王之弟

四人官氏之次志列於

29豊 碑 小君三人長流国夫人劉氏無子少魏国夫人陳氏亦無子次留国太夫人曹

氏皆以賢淑令嘉綱嚴

30慈 育慶門即今

31嗣 王令公實
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32各 国太夫人之自出也 嗣王之兄令昭義相公名嗣昭乃 王之元子也

嗣王之次親弟二十三

33人 具名列於後 存貴器夏存順索葛存美順師存矩迭子存範醜漢存覇端端存規

漱郎存燧喜郎善意

34大 香孚 重喜 小香孚 住住 神奴 常住 骨骨 高八 小端 小恵 延受

小住 寳称 小称

35於 戯惟盛徳者其嗣遠其縄縄之勢錐河帯准清未足語其綿逝也 王以巳己

歳二月十八日蹄窒干

36代 州雁門縣里仁郷常山里耐干 先坐礼也夫刊石命紀將表其封不以飾辞固當

直筆 汝弼遊

37王 之門居客之右 恩難特厚文在失華奉 命以書敢爲銘日 日星之霊 河

嶽之英 鍾i弦弍徳

38降 彼弍清 承家善慶 艦国忠貞 義方稟訓 氣禮再平 封官一品 樹

屏三京 眞王削国

39叶 力推盟 未除國恥 條歎天傾 傳子令嗣 簑海侯溢 風鷹陸樹 永

仰 英聲 王□源書

〔訓 読 〕

唐の故河東節度観察庭置等使 ・開府儀同三司 ・守太師 ・兼中書令の晋王の墓

誌銘井びに序

門吏の節度副使 ・朝議郎 ・前守尚書祠部郎中 ・知制諾 ・柱國 ・賜紫金魚袋の

盧汝弼,命 を奉 じて撰す.
はる まこと ただ

直 … … 下 り亘 り,隻 か に 金 膏 に 属 す,洪 潤 の霊,建 に謂 う所 有 り.徒,方 流
よう

玉を載せ,川 媚珠を孕すのみならず,時 に世に鷹 じて圖を出し,澄 波運を啓 く

有 らば,則 ち英雄焉に誕まれ,聖 賢焉に出つるなり.彼 の鴻休を育 くみ,菰 の
あつ

平趾を梓むる者たるや,又 た何ぞ必ず しも郊麟 ・穴鳳 ・健龍 ・霊亀のみ瑞 と爲
おも まじ

さ んや?惟 ふ に,我 が 各 王,是 れ贋(窓)に 異 を間 ふ べ し.
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よよ

王,誰 は 克 用,字 は 翼 聖,朧 西 の 成 紀 の 人 な り.世 河 を 象 る を 以 て 氏 に命

じ,磐 石 と聯 枝 た り.四 代 よ りの祖 の益 度,醇 延 随 国君 ・無 敵將 軍 た り.曽 祀
つ

の思葛,國 を統べ爵を襲ぎ,覇 は陰山を有す.耐 の執儀,陰 山府大都督 ・三軍

沙陥都知兵馬使 ・…群御史中丞に皇任せ らる.烈 考の國昌,左 龍武統軍 ・槍校司
ああ

徒 に皇任せ らる.致 休 して終を飾 り,太 保を追加せ らる.臆,夫 れ大功大名
つ

は,慶 に垂れ喬に垂れ,必 ず綿遠を顯 らかにし,以 て忠勲を纂ぐ.故 に憲宗の

時に在 りては,都 督の王家に数力するが若き有 り.驚 宗の時に在 りては,統 軍

の天討を襲行するが若き有り.禧 宗 ・昭宗の時に在 りては,各 王の志を奮い文

を提げ,兇 を夷らげ肚 を衛るが若 き有 り.圭 東を名標すること,天 下の先 と爲

る.三 世に蝉聯 し,九 朝に盛美たり.

王本 より是れ徽麓に して,生 れなが らに して特に英遽たり.匡 を以て合力
ふた

し,吐 稜の臣た り.雨 たび乗輿を復 し,再 び妖肇を珍 くす.峻 秩 を抑揚 し,崇

封を践履す,初 め,雲 州刺史より御史大夫を兼ぬ。統軍の請老し,王 の代 りて

蔀族を將いることを表するを以て,朝 廷,途 に命 じて左散騎常侍 を検校せ し

め,f乃 りて代州を以て雁門軍を建て,王,鷹 門節度留後を兼ぬ.未 だ幾ば くな

らず して,王 親ら賦輿を率ひ,西 のかた黄巣の賊を長安に破る.功 を以て雁門
つい

節度使 ・検校兵部尚書を正授せらる.旋 で又た就ち検校左僕射を加へられ,尋

いで復た詔 して河東節度使 ・検校司空に拝せ らる.王 に勤 して寵を奉 り,各 文

三命の尊を継 ぎ,葉 を勢 り勲を策 して,唐 叔疏封の重を全 くす.司 空より司

徒 ・平章事を加へられ,太 保 ・太傅を歴す,以 て陳州の園を解き,再 び襲ひて

黄藁を宛句に敗る.尭 州の賊首を閾下に傳ふに迫び,功 を推 し最 を校するに,

王を以て先と爲 し,途 に検校大(太)尉 を加へられ,傍 りて侍中を兼ね,封 を朧

西郡王に進め,真 食五百戸,兼 ねて鐵券を賜ひ,功 臣を號するを錫ふ.後 に那

州の王行喩を破るの功を以て,冊 して太師兼中書令を守 し,琶 王に封ぜ られ,
いた ますます

惣食弍萬戸,眞 食一千五百戸たり.嚢 潟既に榛 り,戎 轄の車 益 重 し.茄 鯖袋に
もっ つつ

設け,玄 珪の命仮て崇たり.故 に齊 しみて履みて封に就 くに,只 だ帝師の號を
ほど

帯 す の み.筍 し くも浴 日 を池 こ さる る に,止 だ 中令 の 榮 に昇 るの み.未 だ兼 ね
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て真王に列すること有らず,{乃 りて開きて各を全 くする者なり.

初め,王 の雲中に作牧 してより,登 壇 して部を井せ,相 府を歴官 し,猶 お鯉

庭に侍る.詩 は纈衣を賦 し,爽 輔 して同に五教に榮す.圖 は麟閣に形 し,標 奇

して一時に封列す.道 は雨全を盛んにし,事 は千古 を光るなり.加 ふるに禮樂
もっ ちょっきゅう

を以てし,恭 しむに忠孝を已てす.筋 躬 にして職貢を修め,以 て臣に府に虚月

無 きを教ふ.庭 閾に謹 しみて膳に侍 し,茂 を行なひ家 を肥す.銀 印青綬より,

秩を累ね律 を進め,儀 同弍司及び雲中太守,亜 丞相に至る.官 を累ね命を錫

り,正 三師眞上宰に至 り,爲 に國王に列せ らる.皆,寵 を冒するを以て恩澤を
つと かな

虚 しくせず,悉 く忠を以て力め,元 勲は之に再ふ.君 命 じて而る後に受 くるな
なぞら

り,統 軍 の左 右 に在 る に至 り,時 に 師 を 率 い賊 を破 り,武 を英 雄 に硯 へ,世 に
ほしいまま う

傑立すと難 も,亦 た己の自ら任ずるを檀 にせず,必 ず命を稟けて行なふ.故 に

天下凡そ言う,子 爲 り臣爲 るの道は,皆 王より折衷するなり,と.唯 だ是れ,

鄭に睦み難に赴 くこと,奉 漏沃焦より急なり.故 に鄭壊に叶はざる者有らば,
たま

其 の 紬 縫 を費 ひ,之 を關鉄 に聴 か ざ る莫 し.黄 巣,紀 を偽 り,改 め て 金 統 と爲

す.嚢 邪,號 を窮 か に し,改 め て建 貞 と爲 す.天 下 軌 從 せ ざ る な し,唯 だ王 の

み 首 め て… … を以 て 破 る.今 の 朱温 僑纂 す る に迄 び,唯 だ王 の 土 の み,吾 が 唐

の 風 を易 へ ず.乃 ち知 る,唐 に與 す る王 た る所 以 の者 な る を,蓋 し唐礼,壼 く

此 に在 り.

鳴 呼,唯 だ 浮休 の理,三 皇 五 帝 と難 も,亦 た敷 を喩 ゆ る能 は ざ る者 な り.蓋

し天 の 阻 な り.故 に… … に 達 して命 を知 る な り.況 んや,命 世 の 英 雄,其 れ 世

に來 る者 の,其 の 去 る を謂 ふ を や.量 に徒 だ然 ら んや 。 今 の世 に属 す る や,先

の 昭 皇 帝,賊 の試 す る と ころ と爲 り,一 旦 に して 天 下 墜 塗 し… ….鴻 圖 と寳

酢,未 だ 嗣 有 らず.而 して王,方 に 以 て歴 境 し削 敵 す れ ど も,寝 疾 半 ば稔 し,
まこと

弥留の際,封 域沽寧 し,万 彙群心,率 然 として令嗣に付傳する有 り.信 に天命

乃ち蹄せんや.彼 の帝王たる者 と難 も,又 た焉んぞ輕がるしく諸の盛烈に擬す

るを得んや.天 祐五季戊辰正月:二十日を以て,路 寝に亮ず.享 年五十三.

王の弟四人,官 氏の次,豊 碑 に志列す.小 君三人,長 は浦国夫人劉氏,子 無
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し.少 は魏 国 夫 人 陳 氏,亦 た 子 無 し.次 は 各 国 太 夫 人曹 氏.皆,賢 淑 を以 て嘉

網 を して 嚴 た ら しめ,慶 門 を慈 育 す.即 ち今 の 嗣王 令 公 は實 に各 国太 夫 人 の 自

出 な り.嗣 王 の 兄,令 昭 義相 公,名 は 嗣 昭,乃 ち王 の元 子 な り.嗣 王 の 次 親 弟

二 十 三 人,名 を具 さに して後 に列 す.

存 貴 酷夏,存 順 索葛,存 美 順師,存 矩 迭f,存 範 醜漢,存 覇 端端,存 規 漱郎,

存 燧 喜郎,善 意,大 香孚,重 喜,小 香孚,住 住,神 奴,常 住,骨 骨,高 八,小 端,

小 恵,延 受,小 住,寳 称,小 弥.

於 戯,惟 れ盛 徳 な る者 は,其 れ 嗣 た るや 遠 た り.其 れ 縄縄 の 勢 は,河 は准 清
マ マ

を幣 び る と難 も,未 だ其 の綿 逝 を語 る に足 らざ る な り.王,巳 己 の 歳 の 二 月 十

八 日 を以 て,代 州鷹 門縣 里仁 郷 常 山里 に蹄 窒 し,先 埜 に鮒 す.礼 な り.夫 れ 石

に刊 し命 紀 し,將 て 其 の 封 を 表す る に,辞 を飾 る を以 て せ ず,固 よ り當 に直 筆

す べ し。 汝 弼,王 の 門 に 遊 し,客 の右 に居 し,恩 は特 に厚 い と難 も,文 は華 を

失 ふ に在 り.命 を奉 じて以 て書 し,敢 へ て銘 を爲 して 曰 く.

日星 の霊,'河 嶽 の英.弦 に鍾 ま りて徳 を弍 に し,彼 に降 りて 弍 た び 清 た り.
う

家の善慶を承け,国 の忠貞を髄す.義 方訓を稟け,筑 暖再び平らぐ.一 品に封
あは

官され,三 京に樹屏す.眞 王国を削 り,力 を叶わせて盟を推す.未 だ國趾を除
には

か ず,條 か に して 天 傾 を歎 ず.令 嗣 に傳 へ,簑 海 溢 を侯 つ.陸(陵)樹 に 風 鷹

し,永 く英 聲 を仰 が ん.

王 □ 源 書 す

〔口 語 訳 〕

唐のもとの河東節度使 ・観察使 ・処置使で,官 位は開府儀同三司,守 太師兼

中書令であった晋王(李 克用)の 墓誌銘 井びに序.

晋王の門吏で河東節度副使,官 位は朝議郎,前 の守尚書祠部郎中 ・知制言告

で,柱 国,賜 紫金魚袋身分の盧汝弼が命を奉 じて撰す.

……(天下に)下 りわたると,そ れははるかに玉の精にまでおよぶ.天 の大

きな恩沢の霊は,ま ことに謂れがある,そ れはただ,曲 流する川が玉を生じ,
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水麗 しい川が珠を育むというだけではない.時 世に応 じて天がはか りごとを出

し,清 らかな波が世運をひらくことがあれば,こ こに英雄が生まれ,聖 人 ・賢

者が現れるのである.彼 らは,か の皇帝の鴻業を育て,こ の平和な安福を集め

る者である.ど うして,郊 野の麟麟や丹穴の鳳鳥,津 梁の黄竜や神妙な霊亀だ

けを世の瑞兆とする必要があろうか.あ あ思うに,わ が晋王はこうした奇瑞に

通 じる人であった.

晋王は,諦 は克用,字 は翼聖といい,朧 西成紀出身の人である.一 族は代々,

河(沙 磧)に 因んでを氏を名乗 り,ま た唐室李氏の支流となった.四 代の祖にさ

かのぼる益度は,醇 延陀国君,無 敵将軍であった.曽 祖の思葛は国をまとめ,

爵位 をつぎ,覇 を陰山にとなえた。祖父の執儀は,陰 山府大都督 ・三軍沙陀都

知兵馬使であ り,兼 ねて御史中丞に任ぜられた.父 の国昌は,左 龍武統軍 ・検

校司徒に任ぜ られ,引 退にあた り名誉職として太保の称号 を加えられた,あ

あ,そ もそも大いなる功績や名声は,綿 々とうけつがれ,子 孫 もまた必ず忠勲

をつぐものである,だ か らこそ,憲 宗の治世には,祖 父である都督の執儀が唐

王室に協力することがあ り,麓 宗の治世には,父 である統軍の国昌が皇帝軍を

率いて討伐することがあ り,さ らには僖宗 ・昭宗の治世には,晋 王が奮起 して

武器を取 り,凶 賊を平らげて社穫 を護ることがあったのである.模 範を示 し,

天下の先駆けとなること,三 代にわたって続き,唐 の九朝にわたって麗 しい美

徳 となったのであった.

晋王は,も ともと立派な容貌で,生 まれながらにして優れた才能をもってい

た.そ のうえ,誠 意をもって唐王朝と力をあわせ,社 稜の臣となった.二 度に

わたって天子を助け,国 難を打ち払い,高 い地位に上げられ,尊 い封爵に就い

たのである.初 め晋王は,雲 州刺 史の地位にあって,御 史大夫を兼任 した.統

軍であった父i親が,老 年のために引退 して,代 わりに晋王が部族を率いるよう

願い出たので,そ こで朝廷はついに晋王に左散騎常侍の官職を加え,代 州に雁

門軍を建て,晋 王に雁門節度代理 として軍を統括 させた.そ れか ら間 もなく,

晋王はみずから兵車を率い,西 方に進軍して長安で黄巣の反乱軍を破った.そ
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の功績で,正 式に雁門節度使の地位 を授けられ,兵 部尚書を加えられ,本 拠地

に帰ってからはさらに左僕射を加官された.そ の後また,詔 によって河東節度

使に就任 し,司 空を加えられた.ち ょうどそれは,あ の晋の文公が周王の補佐

に勤めたために寵愛をうけて公の地位に昇ったように,ま たかの唐叔虞が桐の

葉を切って唐の地に封ぜ られたように,河 東(山 西)の地に覇権を打ち建てたの

である.さ らに,司 空から司徒 ・平章事の地位を加えられ,太 保 ・太傅を歴官

した.ま た,黄 巣の反乱軍が陳州を囲んだのを打ち払い,追 撃 して黄巣軍を宛

句に破 り,つ いには,尭 州軍が黄巣の首を朝廷に伝える結果をもたらしたので

ある.論 功行賞の結果,晋 王が第一 となり,そ こで太尉の称号を加えられ,侍

中を兼ね,封 爵は朧西郡王,食 邑は真食五百戸に進められ,あ わせて割 り符の

鉄券を賜 って国の功臣を号することを許された.後 に,那 州の賊王行喩を撃破

する功績によって,守 太師および兼中書令の地位に立てられ,と うとう晋王の

封爵を授けられ,食 邑は総食一万戸 ・真食一千五百戸とされた.皇 帝の着物や

履物が届き,王 者の乗る車はいよいよ威厳重 く,宮 廷雅楽が設けられ,天 の命

はここに高まった.し かし,王 はそれでもなお,謹 んで封地に赴いて,た だ皇

帝から賜った軍号を帯びるだけであり,荷 くも日光の徳に浴 しても,中 書令の

栄誉に昇るだけであった.い まだ唐の王族に列することはせず,晋 の地を開き

治める立場をつらぬいたのである.

初め,晋 王は雲中刺史か ら,部 族を率いる地位に登 り,宰 相の官職 を歴任 し

たが,そ れでもなお親に仕えて学んだ.詩 の「縞衣」にならって,親 子二代にわ

たって司徒の栄に浴 して唐帝を補佐 し,漢 代に入朝 して,そ の姿が麟麟閣に描

かれた単干になぞらえ,股 肱の臣として対比された.子 たる道と臣たる道の両

方が完壁で,そ の事蹟は永遠に光 り輝 くものである.そ れに加えて,晋 王は礼

楽をうやまい,忠 孝によって己の身を戒め謹んだ.朝 貢を修め,宮 廷の臣に蔵

に(晋王か らの)貢 ぎ物が入らない月はないことを示 し,親 の食事には謹んで従

い,勤 めて家を豊かにした.晋 王は,銀 印青綬の御史大夫より官位を進められ

て開府儀同三司に至 り,雲 中の指導者でありながら丞相になぞらえられるに及
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んだ.さ らに命を賜わって官をかさね,三 師の地位 と真の宰相に至 り,そ こで

国王 に列せ られたのである.し かし,こ の ように出世 したか らといって晋王

は,い ずれの官にあっても,寵 愛をむさぼって皇帝の恩に誠意で応えないこと

はなかった.つ ねに忠義によって力 を尽 くし,国 家に果た した大きな功績はま

さに王たる称号に適うものである。晋王は,君 主が命 じて後に,初 めてその命

を受けた.父 親である統軍の左右にあっては,時 に兵を率いて賊を破 り,そ の

武勇の英雄ぶ りは世に傑出 したとはいっても,己 のほしいままにふるまうこと

はせず,必 ず命を受けて行動した.そ こで天下の人々はみな言った,「子たるの

道,臣 たるの道は,す べて晋王を手本とする」と,し か し晋王は,仲 睦まじい隣

人の難には,何 をおいても駆けつけたのであった.だ から,隣 の部落でもめご

とがあれば,そ の仲介のために晋王の裁断を仰がない者はなかった.黄 巣が帝

号を偽って 「金統」と改元 し,嚢 王が帝位を纂奪 して 「建貞」と改元 した時,天

下の人はみな追従 したのに,た だ晋王のみが先駆けて……それらを打ち破った

のであった.ま た,今 の朱全忠が帝位を纂奪するに及んでも,た だ晋王の領土

のみがわが唐の風教を改めなかった.こ れらによって,晋 王が唐朝にくみする

王であることが知 られるであろう.そ もそも,今 や唐の礼はことごとくこの地

にあるのである.

ああ,し か しながら,生 と死のことわ りだけは,三 皇五帝 といえどもこの運

命を乗 り越えることはできない,思 うに,天 によって分けへだてられたもので

ある.だ から,… …天命を知るのである.ま してや,天 命によって世の英雄 と

してやって来た者が,こ の世を去る場合においてはなおさらである.そ ればか

りではない.今 の世たるや,先 の哀帝昭宣帝が賊の朱全忠によって試逆され,

一朝にして天下は崩れ落ちて しまった.… …皇位を図ったけれども,い まだ世

継 ぎはいない.こ のような状況下で,晋 王は賊の国境に迫って敵の勢力を削っ

たけれども,病 におかされてしまった.病 が重くなってからは,境 域内の万物

を安んじようとした.そ こで,人 々の心は,に わかに王の令息に天下を委ねよ

うとしたのである.誠 にこれは,天 命が帰 したといえよう.こ れまでの帝王た
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る者といっても,ど うして軽々しく晋王の立派な業績になぞらえることができ

ようか.天 祐五年(908),戊 辰の年の正月二十日をもって,王 は正殿:にて亡 く

なった,享 年五十三であった,

晋王には弟が四人おり,彼 らの官職 ・氏名の順次は,功 徳碑 に列記されてい

る.夫 人は三人お り,年 長を浦国夫人劉氏 といい,子 は無 く,年 少を魏国夫人

陳氏 といい,ま た子は無 く,年 中を晋国太夫人曹氏という.三 人とも賢く清 ら

かで,夫 に威厳を与え,ま た一族をいつ くしみ育てた.晋 王の地位 を継いだ嫡

子嗣君(李存筋)は,晋 国太夫人の子である.嗣 君の兄の昭義節度使は,名 は嗣

昭といい,晋 王の長男である.嗣 君には弟二十三人がお り,彼 らの名は次のと

おりである.

存貴 酷夏 存順 索葛 存美 川頁師 存矩 迭子 存範 醜漢 存覇 端端 存規 歓郎

存燧 喜郎 善意 大香孚 重喜 小香孚 住住 神奴 常住 骨骨 高八 小端

小恵 延受 小住 宝称 小弥.

ああ,そ もそ も大いなる徳とは,遠 い後世 まで受け継がれるものである.そ

の極 まりないありさまは,黄 河が澄むという千年が過ぎても,ま だその悠久の

流れを語るには足 りないほどである.

晋王は,己 巳の歳(909)の 二月十八 日に,代 州雁門県の里仁郷常山里にある

先祖の墓域に埋葬 された.礼 に則ったものである.そ こで,石 に刻 して順序だ

てて記 し,そ の封爵を書 き表すが,そ の際には決して辞を飾ることなく,事 実

をありのままに書かねばならない.私,盧 汝弼は,晋 王の門に出入 りし,客 人

の隅に混 じえていただいた.そ の恩は特に厚いとはいっても,文 章に華美な表

現は用いなかった.命 を奉ってこれを書き,次 のような銘文を作る.

天に日 ・星の聖霊,地 に河 ・嶽の英気.そ れらが集 まると徳を一つにし,降

ると天下を三たび清める.晋 王は家門の慶福 を受け継 ぎ,国 家の忠誠心を身に

つけた人である.徳 義を家の教訓から学び,邪 悪な気を二度 とも平 らげた.一

品の地位に就き,三 つの都を護った.真 の王 として国土を削 り,力 を合わせ盟

を推 し開いた.し か しいまだに国の恥をすすげず,た ちまちにして天下の傾覆
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を嘆 くこ とと な って しま った.位 は嫡 男 に伝 え られ,天 下 は彼 にお お わ れ る 日

を待 って い る.疾 風 が 陵墓 の樹 に吹 き,こ の優 れ た名 声 が い つ まで も仰 が れ ん

こ と を。

王 □ 源,書 す

〔語 釈 〕

2・1「盧 汝 弼 」:字 は 子 譜,萢 陽盧 氏 の 末 喬.第4節 参 照.

3・1「金 膏 」:玉 の精.『 穆 天 子 伝 』巻1(p,4)に 「黄 金 之膏 」が 見 え,注 に 「金

膏,亦 猶 玉膏.皆 其精 淘 也 」とあ る.

3・2「洪 潤 」:大 きな恩 沢 の 意.

3-3「方 流 載 玉 」:方 流 は河 川 の 直 角 に 曲が る流 れ で,玉 は そ こ に生 じる と され

る.顔 延 年 「贈 王 太 常 」(「文 選 』巻26,p.374)に 「玉 水 記 方 流,王 定源載 圓 折(玉

水,方 流 を記 し,旋 源,圓 折 を載 す)」 と あ り,注 に 「　 子 曰 く,凡 そ 水 は,其

の 方 折 す る者 は玉 を有 し,其 の 円折 す る 者 は 珠 を有す る な り」 とあ る.

3・4「川 媚 孕 珠」:陸 機 「文 賦 」(『文 選 』巻17,p.247)に 「石 轍 玉 而 山 輝,水 懐

珠 而 川 媚(石,玉 を鯉 み て 山輝 き,水,珠 を懐 きて 川 媚 し)」が 出 典 。 『筍 子 』勧

学 篇(p,28)の 「玉 在 山而 草 木 潤,淵 生 珠 而 崖 不 枯(玉,山 に 在 りて 草 木 潤 ひ,

淵,珠 を生 じて崖 枯 れ ず)」 に基 づ く.

3・5「澄 波 」:清 らか で 澄 ん だ波.

3・6「啓 運 」:皇 帝 が 世 運 を 開 くこ と.

4・1「郊麟 ・穴鳳 ・健 龍 ・霊 麺 」:天 が 徳 を し き,太 平 に な った と きに現 れ る瑞

獣.『 礼 記 』礼 運(p,435)に 「何 謂 四霊.麟 鳳 亀 龍,謂 之 四霊 」とあ り,『 孔 叢 子 』

記 門(p.17)に は 「天 子布 徳,将 致 太 平,即 麟 鳳 亀龍,先 為 之 祥 」とあ る.「 郊

麟 」「は 『筍 子 』哀 公 篇(p,874)に,孔 子 が 舜 の 治 世 を述 べ て 「是 以 鳳 在 列 樹,.麟

在 郊 野 」と見 え,「 穴鳳 」は 『山海 経 』巻1,南 次 三 経,丹 穴 山(p.7)に 「又 東五

百里,日 丹 穴 之 山,… … 有 鳥 焉,其 状 如 鶏,五 采 而 文,名 日鳳 皇 」と見 え る.と

もに 徳 政 の 表 現.「 津 龍 」は 「津 」字 が 誌 文 か らは 判 読 しが た い.釈 文 で は 「健

龍 」と釈 読 す るが,こ れ だ と出 典不 詳 で あ り,こ こ は 「津 龍」と読 ん で お く.「 津

(3墨)



.龍」は徳 政 の た とえ の1つ で ,『 宋 書 』巻22,楽 志(p.647)に 「麟 麟 は 郊 野 を歩

み,黄 龍 は津 梁 に遊 ぶ 」とみ え る.「 霊i亀」は 『宋書 』巻28,符 瑞 中(p.800)に

「霊 亀 は,神 亀 な り.王 者 の 徳 沢湛 だ清 く,山 川 に漁猟 す る に,時 に従 ひ て則 ち

出づ 」 と解 説 され て い る.

5-1「翼 聖」:『旧 五代 史 』巻25,武 皇 紀 上 お よ び 『新 耳 代 史 』巻4,荘 宗紀 と も

に李 克用 の字 は載 せ な い,

5-2「 朧 西 成 紀」:唐 代 で は秦 州 の 治 州 にあ た る.現 在 の 甘 粛 省 天 水 市 の 北40

キ ロ メ ー トル 。 『旧 五 代 史』巻25,1武 皇 紀 上(p,331)に は 「太祖 武 皇 帝,誰 克

用,本 姓 朱耶 氏,其 先 朧右 金城 人也 」とみ え る.「 朧 右 金 城 」は 蘭 州 の 治 州.現

在 の 甘 粛 省 蘭 州 市 。

5・3「象 河」:解 釈 困難,「 象 河」の熟 語 は典 籍 に 見 出 し難 い.「 河 」は 通 常 は 黄

河,河 川,「 河漢 」な らば天 の川 で あ るが,「 沙 陀」が これ ら に因 む 命 名 とは 史書

に 見 え な い.『 新 唐 書 』巻218,沙 陀 伝(p.6153),『 旧 五 代 史』巻25,武 皇 紀 上

Φ,33D,『 新 五 代 史』巻4,荘 宗 紀(p.39)等 はい ず れ も 「沙 陀 」は 「磧 」「大 磧 」

に 因 む号 とす る 。 今 は 「河 」を沙 磧 の 意 に と り,後 考 を侯 ち た い 。

5・4「磐 石 」:「盤 石 」に 同 じ.帝 王 の 分 か れ た一 族 の意 味.

5・5「聯 枝 」:木 の 枝 が つ ら な る こ とか ら,同 胞 兄 弟 の 意.

5・6「益 度」:こ の 名 は現 存 す る編 纂 史料 中 に は見 え ない.

516・1「蒔 延 陥 国 君」:蘇 延 陀 は,唐 初期 に突 廠 第 一 可 汗 国 が崩 壊 した 後,一 時

モ ンゴ リア を制 圧 した テ ユ ル ク系 の種 族.『 新 唐 書 』巻218,沙 陀 伝 は,沙 陀族

の 系 譜 を西 突 厭 の 処 月部 か ら書 き起 こ す が,『 旧 五 代 史』巻25,武 皇 紀 上(p.

331)は さ らに さか の ほ り,唐 ・太宗 が 醇 延 陀 を平 定 す る と,そ の 諸部 を安 西 ・

北 庭 方 面 に移 して そ こ に沙 陀都 督 府 を置 き,李 克 弔 朱 耶 氏 の 始祖 抜 野 が 沙 陀都

督 と な り,以 後都 督 は五 世 に わ た っ て世 襲 され た とい う.唐 初 の酵 延 陀 と唐 末

の 沙 陀 との 関 係 を裏付 け る の は 史料 的 に 困難 で あ るが,本 墓 誌 に 「醇 延 随 国 君 」

とあ る こ とか ら見 る と,李 克 用 一 族 は,自 己 の 先祖 が醇 延 陀 を支 配 す る立 場 に

あ った とす る意 識 を も って い た か も しれ ない.
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6・2「思葛 」:こ の 名 は現 存 す る編 纂 史料 中 に は 見 え ない.

6・3「執 儀 」:『旧唐 書 』『新 唐 書 』『旧五 代 史』『新 五 代 史』で は 「執 宜 」に作 る,

朱 邪尽 忠 の長 子 で,吐 蕃 の 支 配 を受 け甘 州 に居 たが,元 和 三 年(808),東 進 して

霊 州 に至 り,唐 朝 に帰順 した.こ の 時,吐 蕃 の攻 撃 を受 け,朱 邪 尽 忠 は戦 死 し

た と伝 え られ る.唐 朝 は 帰順 して きた朱 邪 執 宜 を塩 州 に居住 せ しめ,陰 山 府 を

置 い て執 宜 を陰 山府 兵 馬 使 と した.元 和 四年(809),霊 塩 節 度 使萢 希 朝 の 河 東節

度 使 転 任 に伴 い,沙 陀 も河 東 へ 移 住 す る.『 旧 五 代 史』巻25,武 皇 紀 上,『 新 唐

書 』巻218,沙 陀伝,お よ び第4節 参 照.

7-1「國 昌」:本 名 は朱 邪 赤心.龍 武 軍 は,開 元 二 十六 年 に羽林 軍 を析 して設 置

した禁 軍 の 一 つ で,翌 年 五 月 に は官 員 も置 か れ た(『 旧唐 書 』巻9,玄 宗 本 紀

下,pp,210-211).た だ し,統 軍 の設 置 は 遅 く,興 元 元 年 正 月 に置 か れ た(『旧唐

書 』巻44,職 官 志3,p,1905).秩 は従 二 品.李 国 昌が 龍 武統 軍 とな った こ と

は,編 纂 史料 中 には み え ない.た だ,李 国 昌 の神 道碑 は 「唐故 左 龍 武 軍 統 軍検 校

司徒 贈 太 保 朧 西 李 公 神 道 之 碑 」と刻 され て い た とい う(朱 舞 尊 「晋 王 墓 二碑1祓」

『曝 書 亭 集 』巻50,四 部 叢 刊 初 編,7b-8a),

7・2「垂 慶 垂 商 」:「慶 喬 」は,他 人 の 子 孫 に対 す る敬 称,

g.1「圭 某 」:「圭 」は 土圭,「 稟 」は水 巣 の こ とで,と もに古 代 にお け る時 間や

尺 度 の 計測 器 の こ と.転 じて 典 範 の 意.

9・2「虫輩聯 」:セ ミの 泣 き声 の よ うに ず っ と続 く さま.左 思 「呉 都 賦 」(『文 選 』巻

5)に 用 例 が 見 え,李 善 注 は 「蝉 聯 は,絶 え ざ る貌 な り」とす る.

9・3「九朝 」:憲 宗 ・穆 宗 ・敬 宗 ・文 宗 ・武 宗 ・宣 宗 ・麓 宗 ・僖 宗 ・昭宗 の 九 朝

を指 す.

10・1「妖 華 」:災 い の お こ る き ざ し.

10・2「抑 揚 」:称 揚 に同 じ。 た た えて 地 位 をあ げ る こ と.

U・1「 請 老 」:官 吏 が 朝 廷 に 退 職 を請 求 す る こ と.

11・2「代 州 」:現 在 の 山 西 省 代 県.

11112-1「 鴉 門節 度 留 後」:唐 代 に は,節 度 使 ・観察 使 な どが事 故 な どで任 務 に
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つ け な い場 合 は,そ の相 続 人 や部 下 が 「留 後 」 と称 して代 理 役 をつ とめ た 。

12-2「 賦 輿 」:人 民 に割 り当 て て 作 っ た 兵 車 の 意.『 春 秋 左 伝 』成 公 二 年(p.

687)に 「葦 臣 帥 賦 輿,以 為魯 衛 請(畢 臣 の 賦 輿 を帥 い るは,以 て魯 ・衛 の請 の為

な り)」 とあ り,杜 注 は 「賦 輿 は猶 ほ兵 車 な り」 とす る.

12・3「破 黄巣 賊 」:李 克 用 が長 安 に入城 し黄 巣 軍 を破 った の は,中 和 三 年(883)

四 月 甲辰 の こ とで あ る.『 資 治 通 鑑 』巻255(pp,8293-8294)参 照.

124「 鵬 門 節 度 使 」:李 克 用 の 雁 門 節 度 使 就 任 は 『資 治 通 鑑 』巻255,中 和 二 年

十 二 月 条(p.8283)に 「以 析 ・代 等 州 留 後 李 克用 為雁 門節 度使 」と見 え,墓 誌 銘

の 記 述 と時 間 的 に矛 盾 す る.な お 『通 鑑 』に拠 れ ば,李 克 用 は長 安 回復 の 功 績 に

よ って 同平 章 事 を加 官 され て い る.

13・1「河 東節 度使 」:李 克 用 の 河東 節 度使 就 任 は,『 旧唐 書 』は中和 三 年 五 月 と

し,『 資 治 通鑑 』は 同年 七 月 とす る(『 旧 唐 書 』巻19下,僖 宗 本 紀,中 和 三年 五

月 条(p.716)「 雁 門 已 北 行 営 節 度 ・析 代 蔚朔 等 州 観 察 処 置 等 使 ・検 校 尚 書左 僕

射 ・代 州 刺 史 ・上柱 国 ・食 邑七 百 戸 李 克用,検 校 司 空 ・同平 章 事 ・兼 太 原 サ ・

北 京 留 守 ・充 河 東 節 度 ・管 内 観 察 処 置 等 使 」.『資 治 通 鑑 』巻255,中 和 三 年 七 月

条(p,8297)「 李 克 用 自長安 引兵 還雁 門,尋 有 詔,以 克 用 為 河東 節 度 使,召 鄭 従

講 詣 行 在 」).

13・2「晋 文 三 命」:晋 文 は春 秋 ・晋 の 文公 。周 代 の 官 爵 は九 等 級 に分 け られ,

これ を九 命 とい い,三 命 は公 侯 伯 の卿 を指 す.

13・3「唐 叔 疏 封 」:周 の 成 王 が 戯 れ て,叔 虞(武 王 の 子)に 桐 の葉 を切 っ て 与

え,こ れ で あ な た を封 じ よ う と言 っ た とこ ろ,そ れ を聞 いた 史供 が,天 子 は 戯

れ るべ きで は な い と上 奏 し,叔 虞 を唐(山 西 省 翼 城 県 の 南)に 封 じた 故 事.『 史

記 』晋 世 家(p.1635).

14-1「 解 陳 州 園 」:李 克 用 が 黄 巣 の 陳 州 包 囲 を 破 っ た こ と.『 資 治 通 鑑 』巻

255,中 和 四年(884)四 月 癸 巳条(p.8304).黄 巣 の 陳 州 包 囲 は三 百 日 に及 ん だ

とい う.

14・2「宛 句 」:「冤 句 」の こ と.唐 代 で は曹 州 管 内 の 県 名.現 在 の 山 東 省 と河 南
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省 の境 。黄 巣 の 本貫 であ る.李 克用 が 冤 句 で黄 巣 軍 を破 っ たの は中和 四年(884)

五 月 辛 未 の こ と.『 資 治通 鑑 』巻255(p.8305).

14・3「傳 賊 首 於 閾下 」:李 克 用 に追 撃 され た黄 巣 は,郷 里宛 句 に 逃 れ よ う と し

た が,克 州 東 北 の 狼 虎 谷 で あ き らめ,甥 に命 じて首 を はね させ た.884年 の こ

と.こ の い き さつ と首 の 長 安 伝 達 は,『 旧唐 書 』巻200下,黄 巣 伝(p.5398),

『資 治 通 鑑 』巻256,中 和 四 年 六 月 甲辰 条 ～七 月壬 午 条(pp.8311-8312)等 に 見 え

る.

14・4「推 功 校 最 」:互 文構 造.推 校 は推 し量 り考 え る こ と.功 最 は第 一 等 の功

績.

15・1「朧 西 郡 王 」:李 克 用 が 朧 西 郡 王 の 爵 に進 ん だ の は,中 和 四 年 八 月 で あ

る.『 資 治 通 鑑 』巻256(p.8313).

16・1「王 行 喩 」:那 州 の 人,朱 政 に仕 え偏 将 とな り,黄 巣 平 定 に功 績 が あ り,

那 州 節 度使 とな る.そ の 後,尚 書 令 の 地位 を要 求 して 中央 政 界 進 出 を謀 っ たが

失 敗 し,邪 州 に 逃 れ,李 克用 の攻 撃 を うけ,乾 寧 二 年(895)十 一 月 に 慶 州 で 部

下 に殺 され た(『 旧 唐 書 』巻175,王 行 鍮 伝,pp.4548-454g).

16・2「褻 爲 」:褒 は 天子 の服,烏 は 天子 の履 物.

17・1「玄 珪 」:黒 い 玉.玄 は天 の 色.『 書 経 』禺 貢(p.91)に 「禺 錫玄 珪,告 厭 成

功(禺,'玄 珪 を錫 り,厭 の 成 功 を告 ぐ)」 とあ り,注 は 「玄,天 色 」とす る.

17・2「池 浴 日」:池 は,ほ ど こす の意.「 礼 記 』楽 記 篇(p.675)「 威 池 備 　 (威 池

は 備 は る な り)」の注 に 「威 は皆 な り.池 の言 は施 な り.言 徳 の施 さざ る無 きな

り」とあ る.浴 日は,日 光 の 徳 に浴 す る こ と.

17-3「 中 令 」:中 書 令 の こ と.

1&1「 鯉 庭 」:子 が 親 の 教 え を受 け る こ と,ま た そ の場 所.孔 子 の子 の 鯉(伯

魚)が 庭 で孔 子 の 訓 を 受 け た故 事 に よる.出 典 は 「論 語 』季 氏 篇(pp.374-375).

18・2「纈 衣」:『詩 経 』鄭風 の 篇 名.詩 序 ・毛 伝 とも に,鄭 の 武 公 が 父桓 公 と と

も に二 代 にわ た っ て周 の 司徒 とな り,そ の 職 を善 く した 美 徳 をた た え た 詩 と解

釈 す る.
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1&3「 爽輔 」:君 主 の そ ば に い て,政 治 を助 け る こ と.

18・4「五 教 」:こ こは五 つ の 教 訓 の 意 で は な く,唐 代 三 公 の 一 つ 「司徒 」の 別

称,墓 主 と父 と二 人 と もが 司徒 の称 号 を帯 び た こ とは,第7行 と第14行 に見 え

る.

18・5「麟 閣」:「漢書 』巻54,蘇 武伝(p.2468)に 「甘 露 三 年,単 子 始 入 朝,上

思 股 肱 之 美,乃 図 画 其 人 於麟 麟 閣,法 其 形 貌,署 其 官 爵 姓 名 」と見 え る.

18・6「標 奇 」:標 寄 に 同 じ,あ ら われ た つ こ と.ま た 自 らを高 く持 して なぞ ら

え る こ と,

19-1「 筋 躬 」:身 を い ま しめ つ つ しむ こ と.

19・2「府 無 虚 月」:『春 秋 左 伝 』嚢 公 二 十 九 年(pp.1140-1141)に 「魯 之 於 晋 也,

職 貢 木 乏,玩 好 時至,公 卿 大夫 相 継 於朝,史 不 絶 書,府 無 虚 月(魯 の 晋 に於 け る

や,職 貢 乏 しか らず,玩 好 時 に至 り,公 卿 大 夫 は朝 に相 継 ぎ,史 は書 す る を絶

たず,府 に虚 月無 し)」と あ る.「 晋 の倉 に魯 の 貢 ぎ物 が 入 ら ない 月 は 無 い 」の 意

で,朝 貢 が 相 次 ぐこ と.

19・3「庭 閾 」:親 の 居 る部 屋,転 じて 父 母 ・家 庭 の 意.

19・4「肥 家 」:家 を富 ませ る こ と.

19120・1「銀 印 青 綬 」:『漢 書 』巻19上,百 官 公 卿 表(p.725)に 「御 史大 夫,秦

官,位 上卿,銀 印青 綬 」とあ り,こ こ は第11行 に 見 え る墓 主 の最 初 の 中央 官 「兼

御 史 大 夫 」を指 す.

20「 律 」:爵 位 の 等 級 『礼 記 』王 制(p.225)に 「加 地 進 律(坤 を加 へ て 律 を進

む)」 とあ る.

22・1「睦 鄭 」:『書 経 』票 仲 之 命 篇(p,492)に 「睦 乃 四郷,以 蕃 王 室,以 和 兄

弟,康 済小 民(乃 の 四鄭 に睦 み,以 て 王 室 に蕃 と し,以 て 兄弟 を和 し,小 民 を康

済 せ よ)」 とあ る.

22・2「奉 漏 沃 焦 」:『史記 』巻46,田 敬 仲 完 世 家(p.lgO2)に 「且 救 趙 之 務,宜

若 奉 漏 甕 沃焦 釜 也(且 に趙 を救 ふ の務 は,宜 し く漏 甕 を奉 じて焦 釜 に沃 ぐが 若 く

す べ き な り)」とあ る.漏 る甕 の水 まで焦 げ て い る釜 に注 ぎか け る こ とか ら,危
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急 の 際 には 少 しも緩慢 に な って は い け ない こ との た とえ.

23・1「緻 縫 」:弥 縫 に 同 じ.失 敗 を取 り繕 う こ と.

23-2「 關訣 」:関 決 に 同 じ.あ ず か り裁 断す る こ と.

23・3「黄 藁 … 金 統 」:『資 治 通 鑑 』巻254,広 明 元年 十 二 月庚 寅 条(p.8241)に

「黄 巣殺 唐 宗 室 在 長 安者 無 遺 類.辛 卯,巣 始 入宮.壬 辰,巣 即 皇 帝 位干 含 元 殿,

画 干 含 元 殿,画 甲・絵 為 衰 衣,撃 戦 鼓 数 百 以 代 金 石 之楽.登 丹 鳳 楼,下 赦 書;国

号 大 斉,改 元 金統 」 とあ る.

23・4「嚢 邪 … 建 貞」:嚢 邪 は嚢 王 李畑 の こ と,唐 末 混 乱 期 に鳳 翔 節 度 使 朱 政 に

擁 立 され,皇 帝 に即 位 す る,『 資 治 通鑑 』巻256,光 啓 二 年 十 月 条(p.8339)に

「長 安 百官 太 子 太 師斐 糠 等勧 進於 裏 王燗.冬,十 月,燈 即 皇 帝 位,改 元 建 貞,遥

尊 上 為 太上 元 皇 聖 帝 」とあ る.

24-1「 朱 温 」:五 代 ・後 梁 の 太祖,朱 全忠 の 本 名 。

24125・1「浮休 」:浮 動 と休 止,転 じて生 と死.

26-1「 昭 皇 帝 」:昭 宣帝(哀 帝)の こ と.『 旧唐 書 』巻20下,哀 帝 本 紀(p.811)

に,「 全 忠 建 国,奉 帝 為 済 陰 王,遷 於 曹 州,処 前 刺 史氏 叔 踪 之 第.時 太 原,幽

州,鳳 翔,西 川 猶称 天祐 正 朔.天 祐 五 年 二 月 二 十 一 日,帝 為全 忠 所 害,時 年 十

七,傍 詮 日哀 皇 帝,以 王 礼 葬 於 済 陰 県 之 定 陶 郷 」とあ る.

26・2「鴻 圖 寳 酢 」:鴻 図 は広 大 な領 土.宝 酢 は天 子 の御 位,皇 位.

26127・1「墜 境 」:国 境 を敵 国領 内 にお し進 め る こ と.『 史記 』巻86,刺 客 列 伝,

曹 沫 条(p.2515)に 「今魯 城 壊,即 圧 斉 境(今 魯 の城 壊 れ,即 ち斉 境 に圧 せ ら

る)」 とあ る.

27・2「弥 留 」:病 気 が 長 引 き重 い 様 子.『 書 経 』顧 命(p.313)に 「鳴 呼 疾 大 漸,
あやふ

惟 幾.病 日榛,既 弥留(鳴 呼,疾 大 い に漸 み,惟 れ幾 か らん.病 日 に榛 り,既 に
な

留 ま る弥 し)」 とあ る.

27・3「万 彙」:万 物 の意,

28・1「天砧 五 季戊 辰」:天 祐 は哀 帝 の 元 号.こ の 前 年(907)に 哀 帝 よ り帝 位 を

禅 譲 され た 朱全 忠 が 国号 を梁,元 号 を開 平 と改 め て い たが,李 克 用 の勢 力 は そ
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れ に は 従 わ ず,依 然 と して唐 の 元 号 を奉 じて い た こ とが わ か る.

28・2「路 寝 」:天 子 ・諸 侯 の 政 を聴 く正 殿.

29・1「豊碑 」:そ の 人 の功 徳 を刻 した碑 で,通 常 は 墓碑 を指 す.沙 陀 李 氏 墓 域

に は か つ て13の 碑 が 建 っ て い た が,清 代 に は そ の うち の11碑 が 失 わ れ,わ ず

か に2碑 が 存 在 す るの み で あ った とい う(朱 舞 尊 「晋 王 墓 二 碑 文 践 」『曝書 亭 集 』

巻50,四 部 叢刊 初 編,7b-8a).そ の2碑 と は,か つ て は柏 林 寺 の 側 にあ っ た と

され る 「検 校 司 徒 贈 太 保 李 国 昌墓 碑 」と 「代 州 刺 史李 克 譲 墓碑 」で あ ろ うが,現

在 で は これ ら も失 わ れ て し ま った(前 掲 『雁 門碑 紗 』,p,H8).

29・2「小 君 三 人 」:小 君 は,臣 下 が 君 主 の 妻 を呼 ぶ 称.こ こに 見 え る李 克 用 の

三 夫 人 は,編 纂 史料(『 五 代 会要 』巻1,皇 后,内 職,『 旧五 代 史』巻49,皇 妃

伝,『 新 五 代 史』巻14,唐 太 祖 家 人伝)と 符 合 す る 。

29・3「賢淑 」:婦 女 子 が 賢 明 で 貞淑 で あ る さ ま 。

29・4「嘉 綱 」:良 い 配 偶 者.

30・1「慶 門」:よ ろ こ びの あ る家 の 意.転 じて 人 の 家 の 尊 称.

31・1「嗣 王 」:五 代 ・後 唐 の 初 代 皇 帝,荘 宗 李 存 筋.『 旧五 代 史』巻27,荘 宗 紀

一 は 「武 皇 帝(李 克 用)の 長子 な り」(p.365)と し,晋 王 位 の 継 承 は 「天 祐 五 年 春

正 月 … … 武 皇 の 厭 代 に 及 び,帝 乃 ち 王 位 を晋 陽 に嗣 ぐ.時 に年 二 十 有 四」(p.

367)と あ る.

31・2「令 公 」:唐 代 以 降 は中 書 令 の こ と.

32・1「嗣 昭 」:李 嗣 昭 の 列伝 は 「旧 五代 史 』巻52に あ り,そ こ に は 「武 皇 の 母

弟,代 州 刺 史克 柔 の仮 子 な り」(p,701)と あ る.墓 誌 文 に は 「嗣 王 之 兄 」「(各)王

之 元 子 」とあ るの で,李 存 筋 よ り年 長 の 克用 の養 子 か(第4節 参 照).な お,墓

誌 が 「昭 義 椙 公」と称 して い るの は,李 嗣 昭 が李 克用 に よ っ て昭 義 節 度 使 と され

た こ と に 因 む(同 書p.704).

35・1「縄 縄 」:絶 え 間 な く続 くさ ま.

35・2「河帯 涯 清 」:准 は 匡,お お い な るの意.黄 河 は千 年 に一 度澄 む とされ る.

37・1「日星 之霊,河 嶽 之英 」:日 星 は天,河 嶽 は地,天 地 の 精霊.謝 玄 暉 「為 宣
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城 公 拝 章 」(漢 魏 六 朝 一 百 三 家 集 『謝宣 城 詩 集 』,p,2375)に 「惟 天 為 大,日 星 度

其 象,謂 地益 厚,河 岳 宣 其 気.(天 の 大 為 る を惟 ひて,日 星 其 の 象 を度 り,地 の

益 ます 厚 き を謂 ひ て,河 岳 其 の気 を宣 ぶ)」 とあ る.

38・1「義 方 稟 訓 」:義 方 は家 庭 内 の徳 義.一 家 の徳 義 の 教 訓 を「義 方 之 訓」とい

う.稟 は,う け つ ぐの 意.

38-2「 鼠寝 」:禮 気,悪 い気.

38・3「樹 屏 三 京 」:樹 屏 は 藩屏 を立 て る,諸 侯 が 国 を護 る こ と,三 京 は西 京 ・

東 京 ・北 京 をい い,唐 で はそ れ ぞ れ 長 安 ・洛 陽 ・太 原.

4考 察

(a)撰 者 につい て

本墓誌を撰 した盧:汝弼については,幸 いに 『旧五代史』巻60(p.809)に 列伝

が復元 されている.そ れによれば,汝 弼は萢陽盧氏の末喬で,祖 父は貞元年間

の詩人盧論,父 は河東節度使だった盧簡求で,汝 弼自身は若 くして学に努め,

昭宗景復年間に進士に及第 した後,三 省を歴官 した文人である.し かし,朱 全

忠が唐朝を滅ぼし,唐 の遺臣を殺鐵 した際,そ の難を逃れて晋陽に亡命 しだと

いう.昭 宗朝に祠部郎中 ・知制詰に就官 したとあ り,墓 誌2行 目にみえる撰者

の以前の肩書 と符合する.

以上の 『旧五代史』列伝は主 として『永楽大典』から復元 され,「宣和書譜』等

が注引 されるが,『 冊府元亀』巻895,総 録部,運 命(p.10599)に も,次 のよう

にある.

後唐の盧汝弼は,簡 求の子なり.唐 の昭宗の維に遷 り,衣 冠の道喪はれる
よ』や

,遂 に河 を渡 り,上 党 縣 り帰 す.汝 弼,文 才 ・美 礼 に富 み,翰 人士 は傾

慕 す 。太 祖(李 克 用),以 て節 度 副 使 と為 し,入 制 奏 署 は多 くは其 の 手 に成
およ

る.帝(荘 宗李存島)の 趙 ・魏を平定するに泊び,汝 弼毎に謁を請ひて迎労
あふ

し,必 ず天命を陳説 し,顧 ぎて中興 を侯つ。帝 も亦た宰輔を以て之に期

す.建 国の前に,晋(陽)に 卒す(「帝の趙 ・i魏を平定」以降は『旧五代史』列
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伝復元に採用).

また 『旧五代史』巻29,荘 宗紀,天 祐十八年(921)の 条(p.398)に は,

秋七月,河 東節度副使盧汝弼卒す。

とあ り,汝 弼は没するまで河東節度副使であったことがわかる.

すなわち,盧 汝弼は李克用 ・存易二代にわたって政治の中枢を務め,制 奏の

多 くを手掛けた人物である,李 克用が死去 し,墓 誌を撰するにあたって,撰 者

に彼が選ばれたのは,む しろ当然の人選だったのである.

本墓誌文は,大 きく7段 落に分けられる.す なわち,① 英雄誕生を述べる書

き始め(第2～3行),② 祖先の系譜と業績(第5～9行),③ 墓主の生前の事績

(第10～17行),④ 墓主の人とな り(第18～24行),⑤ 墓主の死亡(第25～28

行),⑥ 夫人 ・子供の名と墓主埋葬(第29～37行),⑦ 銘文,の ごとくである,

特に第24～27行 で,帝 位を纂奪 した朱全忠をそしり,晋 王のみが唐を継承する

者であるとし,そ して今や晋王を継いだ李存島に全ての望みをかける くだり

ぽ,上 掲 『冊府元亀』に 「天命を陳説 し……」と記される盧汝弼の態度 と完全に

符合する.

すなわち本墓誌は,朱 全忠 との対決姿勢を明確 に打ち出 した,ま さに沙陀勢

力側の立場から記された史料なのである,と すれば,墓 誌文第33～34行 に列記

される李克用の23子 は,李 存筋とともに今後の沙陀李氏を担 う中心人物として

その名が掲げられていると見なければならない.

(b)沙 陀 と李氏の系譜

まず,沙 陀 と李氏の系譜に関する「李克用墓誌銘」と編纂史料の記述の比較を

通 して,李 克用の系譜を明らかにし,そ れによって沙陀集団の構造を考察 して

みよう。

'編纂史料上の沙陀 と李氏の系譜は
,『五代会要』巻1,追 言盆皇帝,『 旧五代史』

巻25武 皇紀,『冊府元亀』巻1,帝 王部 ・帝系,『 新五代史』巻4,唐 本紀,『新

唐書』巻75下,宰 相世系表お よび同書巻218,沙 陀伝(以 上,成 書年代順)に
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ま と ま った 記 述 が 見 られ る.

い ま,「 李 克 用 墓 誌 銘」に記 載 され た 李 克 用 まで の 系 譜 を図 示 して み る と,図

1の ご と くに な る.

図1「 李 克用墓誌 銘」にみえる李氏世 系()は 官爵名

益度(蘇 延陀国君 ・無敵将軍)一 思葛一 執儀(陰 山大都督 ・三軍沙陀都

知兵馬使 ・兼御史中丞)一 国昌(左 龍武統軍 ・検校司徒)一 李克用

まず,墓 誌銘にみえる人名について考証 してみたい.李 克用四代の祖である

益度および曽祖父思葛の名は編纂史料には見えない.執 儀は,『旧唐書』『新唐

書』『旧五代史』『新五代史』「五代会要』では執宜に作る.『旧五代史』巻25,武

皇紀(p.331)に,

祖の執宜,即 ち尽忠の長子な り.… …徳宗命 じて陰山府都督 と為 さしむ.
、

元和 の 初 め,入 りて 金吾 将 軍 と為 り,蔚 州 刺 史 ・代 北 行 営 招 撫 使 に遷 る.

とあ り,『 新 唐 書 』巻218,沙 陀伝(pp.6155-6156)に は,

詔 して其 の 部 を塩 州 に処 せ しめ,陰 山府 を置 き,執 宜 を以 て 府 兵 馬 使 と為

す.… …(大 和 中)執 宜 に陰 山府 都 督,代 北 行 営 招 撫 使 を授 く.

とみ え る.「 儀」と「宜 」の 音 は 通 ず る こ と,墓 誌 銘 と編 纂 史 料 と も にそ の 官 を陰

山大 都 督(陰 山府 都 督)と 記 して い る こ とか ら,執 儀 と執 宜 は同 一 人 物 とみ な し

て よい.

次 に 国 昌 は,『 旧 五 代 史』巻25,武 皇 紀(p.332)に,

烈 考 は 国 昌,本 名 は赤 心,唐 の 朔 州 刺 史た り.威 通 中,廃 鋤 を討 つ に功 有

り,入 りて金 吾 上 将 軍 と為 り,姓 は李氏,名 は国 昌 を賜 り,伍 りて 鄭王 の

房 に係 せ ら る.

と あ り,『 旧唐 書 』巻19下,僖 宗 本 紀,中 和 三 年 八 月 条(p.717)に,

制 す る に前 の振 武 節 度 ・検 校 司 空 ・兼 単 干 都 護 ・御 史大 夫李 国 昌 を以 て 検

校 司 徒 ・代 州 刺 史 ・雁 門巳 北 行 営 節 度 ・蔚 朔 等 州 観 察 等 使 と為 す 。
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と記 され る.墓 誌 銘 で は李 国 昌が 龍 武 統 軍 で あ った と記 す が,こ の事 実 は編 纂

史料 中か らは確 認 で きない.現 在 は失 わ れ た李 国 昌の神 道 碑 に は「唐 故左 龍 武軍

統 軍 検 校 司 徒 贈 太 保 朧 西 李 公 神 道 之 碑 」(p.17,語 釈7-1参 照)と 記 され て い た

こ とか ら,李 国 昌が 龍 武 軍統 軍 で あ っ た こ とは確 認 で き る.

さて,李 克 用 の 祖 父(執 宜)と 父(国 昌)の 名 は墓 誌 銘 と編 纂 史料 の 記 載 が 一

致 す るが,曽 祖 父 よ り前 の 記 述 は 異 な って い る.で は,李 克 用 の 曽祖 父 以 前 の

系 譜 を各 史料 は どの よ うに記 して い る の で あ ろ うか.後 晋 ・開 運 二 年(945)に

成 った 『旧唐 書 』に は沙 陀 の 伝 は立 て られ て お らず,沙 陀 な い し李 克用 の系 譜 は

不 明 で あ る.次 に北 宋 ・建 隆 二 年(961)に 成 っ た 『五 代 会 要 』巻1,追 詮 皇 帝(p.

10)に,

後唐 の麓 祖,昭 烈 皇 帝,諌 は執 宜(沙 陀 府 都 督 抜 野 の 六 代 の 孫 な り)… …

と記 さ れ,次 に北 宋 ・開宝 七 年(974)年 に成 った 『旧五 代 史』巻25,武 皇 紀(pp.

331-332)1ま,

始 祖 の抜 野,唐 の 貞観 中,墨 離 軍 使 と為 り,太 宗 に従 ひ高 麗 ・醇 延 陀 を討

ち て功 有 り,金 方 道 副 都 護 と為 るL因 りて瓜 州 に家 す.… … 永 徽 中,抜 野

を 以 て都 督 と為す,其 の 後子 孫 五 世 相 ひ承 く.曽 祖 の尽 忠,貞 元 中,継 ぎ

て 沙 陀府 都 督 と為 る.… …祖 の執 宜,即 ち尽 忠 の長 子 な り.… … 烈 考 の 国

昌,本 名赤 心.

と記 す.こ の記 述 は 『冊 府 元 亀 』巻1,帝 王 部 帝系(p.15)も 同 じで,宋 代 初 期

にお い て は,沙 陀 の始 祖 は抜 野 と認識 され て い た こ とが わ か る.

次 い で 皇 祐 五 年(1053)に 成 った 『新 五 代 史 』巻4,唐 本 紀(p.31)に は,

荘 宗 光 聖神 閥孝 皇 帝,其 の先 本 は 朱邪 と号 す.… … 唐 の徳 宗 の時,朱 邪 尽

忠 な る 者有 り,北 庭 の 金満 州 に居 る.… …(貞 元 中)尽 忠,其 の子 の執 宜 と

与 に東 走 す.

と記 され,抜 野 の子 孫 で あ る とい う記 載 は見 え な くな る,お な じ欧 陽脩 の編 纂

に か か る北 宋 ・嘉 祐 五 年(1060)に 成 っ た 『新 唐 書 』巻218,沙 陀伝(pp.6153-

6155)レ こ1ま,
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沙陀,西 突厭の別部処月の種な り.… …処月の朱邪閥侯斤阿厭 も亦た内属

せんことを請ふ.永 徽の初め,賀 魯反するや,而 して朱邪孤注 も亦た招慰

使を殺 し連和 し,兵 を引きて牢山に拠る,是 において射脾俊斤沙陀那速従

うことを肯ず,高 宗,賀 魯の所領を以て之に授 く.明 年,弓 月道総管の梁

建方 ・契碁何力,兵 を引 きて孤注 を斬 し,九 千人を俘ふ。……龍朔の初

め,処 月の酋沙陀金山の武衛将軍蘇仁貴に従ひ鉄勒を討つを以て,墨 離軍

討撃使を授 く。長安二年,進 みて金満州都督と為 り,累 ねて張摘郡公に封

ぜ らる,金 山死するや,子 の輔国嗣 ぐ.… …開元二年,復 た金満州都督を

領 し,其 の母鼠尼施を封 じて都国夫人と為す.輔 国,累 爵 して永寿郡王た

り.死 するや,子 の骨咄支嗣 ぐ.天 宝の初め,回 絶内附するや,骨 咄支を

以て回紘副都護を兼ねしむ.粛 宗に従ひて安禄山を平らげ,特 進 ・駐衛上

将軍を拝す.死 するや,子 の尽忠嗣ぎ,累 遷 して金吾衛大将軍 ・酒泉県公

たり.… …尽忠,朱 邪執宜と与に謀る.… …元和三年,衆 三万落を悉 し烏

徳腱山に循ひて東す,吐 蕃之を追ひ,行 き且つ戦ひ……尽忠之に死す.執

宜……霊州塞に款 し,節 度使萢希朝以聞す.詔 して其の部 を塩州に処き,

陰山府を置き,執 宜を以て府兵馬使 と為す.… … 尽忠の弟の葛勒阿波,残

部七百を率ひ振武に叩して降 り,左 武衛大将軍を授けられ,陰 山府都督 を

兼ぬ.

と記 される.そ して,欧 陽脩は,沙 陀の始祖伝説から抜野を省いた理由とし

て,つ ぎのように語る.「李氏の先は,蓋 し西突廠より出て,本 は朱邪と号し,

其の後世に至 り,別 に自ら号 して沙陀と日ひ,而 して朱邪を以て姓 と為 し,抜

野古を始祖 と為す.其 の自序に云うらく:沙 陀は,北 庭の磧なり.当 に唐太宗

の時,西 突厭の諸部 を破 り,同 羅 ・僕骨の人を此の磧 に分かち,沙 陀府 を置

き,而 して以て其の始祖抜野古を以て都督と為 し,其 れ子孫に伝ふ.数 世皆沙陀

都督 と為 り,故 に其の後世因りて自ら沙陀と号す.然 るに予,伝 記 より考 うる

に,其 の説皆非なり,夷 狭,姓 氏無 く,朱 邪は部族の号,抜 野古と朱邪は同時の
の ひ

人,其 の始祖に非ざるなり,而 して唐の太宗の時,未 だ嘗て沙陀府有 らず」と.
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表1

r旧五代史』 r新五代史』 r新唐書』 r新唐書』

武皇紀 唐本紀 宰相世系表 沙陀伝

金 山(龍 朔初,墨 離

抜 野(始 祖:貞 観

中,墨 離軍使→永徽

軍討撃使 一 長安二`

年,金 満州都督 → 張

中,沙 陀都督府都 液郡公)

督) 輔国(開 元二年,金

満州都督)～
骨咄支(兼 回絶副都

(子孫五世相ひ承 く) 護→ 特進 ・驕衛上将

軍)

曽祖父

～
尽忠(沙陀府都督) 朱邪尽忠 /

尽 忠(金 吾衛大将

軍 ・酒泉県公)

祖父 朱邪執宜 朱邪執宜 朱邪執宜 朱邪執宜一
父 李国昌 李国昌 李国昌 李国昌

以上の史料の記載を一覧 したものが表1で ある.さ て,以 上の編纂史料の記

録のうち,『 旧五代史』(『冊府元亀』)や『新五代史』に比べると,『新唐書』沙陀

伝の記述は格段に詳細である.「沙陀伝」の沙陀の系譜に関する記述は,① 唐初

から永徽年間(650-655)頃 まで,② 龍朔年間(661-663)か ら安史の乱頃まで,③

元和年間以降と大 きく分けることができる.① の時期には朱邪姓の朱邪閾侯斤

阿厭,朱 邪孤注 と沙陀姓の沙陀那速の名が見られるが,彼 ら相互の関係および

後代 とのつなが りは明記されていない.② 時期には,沙 陀金山一輔国一骨咄支

一尽忠 という沙陀の系譜が明記される.そ して③において,朱 邪執宜の名が登

場する.そ して,こ れらの史料から沙陀の系譜を考察した室永芳三氏は,図2
　の

のような系譜を作成 された.

(3)『 新 五 代 史 』巻4,荘 宗 紀 上,p,39.

(4)室 永 芳 三 「吐 魯 蕃 発 見 朱 邪 部 落 文書 につ い て 一 沙 陀 部 族 考 そ の1(補 遺)一 」(『有 明

工 業 高 等 専 門 学 校 紀 要 』10,1974年,p,5).
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図2

(沙陀姓)(沙 陀姓)(朱 邪蜘(朱 邪姓)(李 国昌)(李 姓)(李 姓)

沙 陀 金 山 一 輔 国 一 骨 咄 支 一 尽 忠 一 執 宜 一 赤 心 一 克 用 一 存 錫

しか し,こ の最も詳細な情報を提示する『新唐書』沙陀伝を丹念に読んでい く

と,い くつかの問題点が存在することに気づ く,ま ず,沙 陀金山から尽忠 まで

が血縁関係であるとすれば,尽 忠以前の姓が沙陀であること.次 に,尽 忠と執

宜が父子関係であることは明記されていないこと.そ して執宜にいたって,朱

邪姓になっていることの三点である.

この問題の最大の関鍵は,朱 邪執宜の父が尽忠であるのかどうかということ

である,こ の点,上 記の各編纂史料は,『新唐書』沙陀伝の曖昧な記述を除け

ば,と もに尽忠と執宜が父子関係であったことを明記する.そ して,こ れを明

記する最も古い記録は,『後唐驚祖紀年録』である.こ の書は後唐の趙鳳の編纂
　の

によるもので,成 書年代は後唐明宗の天成四年(929)十 一月である.『後唐撚祖

紀年録』には「整祖の諄は執宜,烈 考の諄は尽忠な り」と記され,後 唐明宗の時

にはすでに李克用の曽祖父は尽忠であるという事実ができあがっていたことと

なり,宋 代に成立 した各編纂史料 はともにこれに基づいたものであるというこ

とができよう.

ところで李克用墓誌銘では李克用の曽祖父を思葛 と記 し,そ の四代前の祖を

益度とする.こ れをもっとも詳細な系譜を記す『新唐書』沙陀伝と付き合わせる

ならば,思 葛は尽忠 となり,益 度は骨咄支に比定せ ざるをえない。 しか しなが

ら,益 度は墓誌には「蘇延陥国君,無 敵將軍」とあるのに対 し,骨 咄支は『新唐

書』沙陀伝では「粛宗に従ひて安禄山を平 らげ,特 進 ・驕衛上将軍を拝す」とさ

(5)『 五代会要』巻18,修 国 史(p,299)「(天 成)四 年七 月,監 修 国史趙鳳 奏:「 当館奉敷

修酪祖 ・献祖 ・太祖 ・荘宗 四帝実録,自 今年六 月一 日起手,旋 具進 呈.伏 以凡 関纂

述,務 合品題.承 乾御宇之君,行 事方云実録;追 尊冊号之帝,約 文祇可紀年.所 修前

件史書,今 欲 自荘宗一朝名為実録 其太祖已上,並 目為紀年録」.従 之.其 年十一月,

史館 上新修驚祖 ・献祖 ・太祖紀年録共二十巻,荘 宗実録三十巻.監 修宰臣趙鳳 ・修撰

張昭遠 ・呂威休各賜糟 繰器等 」.
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れる.ま た,次 代の思葛は墓誌に「覇は陰山を有す」と刻 されるのに対 し,沙 陀

伝の尽忠は「累遷 して金吾衛大将軍 ・酒泉県公た り」とされ,い ずれも同一人物

とみなすことは無理といわざるをえない.こ の点は,さ らに次代の執儀と執宜

が官名も一致し,同 一人物とみなされることと比較すると,よ り明らかであろう.

李克用墓誌銘の撰述は,天 祐五年(908)の 李克用没前後になされたものであ

ること,そ の撰者が盧汝弼という李克用 ・存筋二代にわたって沙陀政権の中枢

に居た人物であ り,墓 誌銘撰述にあたって李克用に関する公私の原記録 などを

閲覧できた可能性が極めて高かったことを考慮すれば,従 来のいかなる編纂史

料 よりもより真実の姿を伝えていると見なさなければならない.と すれば,各

編纂史料の伝える系譜と墓誌銘の伝える系譜の異同はどのように解釈すべきで

あろうか.

その手がか りは,沙 陀集団には沙陀姓と朱邪姓があったことである.沙 陀も

朱邪もおそらくもとは部族名であろう.『安禄山事　』巻中(p.26)に,

河西 ・朧右節度使,西 平王の寄野翰を以て副元帥と為し,河 ・瀧の諸蕃部

落奴刺 ・頷跣 ・朱邪 ・契繭 ・溝 ・楷林 ・奨結 ・沙陀 ・蓬子 ・処蜜 ・吐谷
ママ

渾 ・恩結等一十三部落を領 し,蕃 漢兵二十一萬八千人を督し,撞 関に鎮せ

しむ。

とあり,天 宝末年において沙陀と朱邪が別のものであったことが明らかであ

る.す なわち,沙 陀金山から尽忠までは沙陀部出身の首領であ り,執 宜は朱邪

部の首領であったのではないか と考 えられるのである,そ して,こ の沙陀グ

ループと朱邪グループを中心 として構成されていた集団が,広 義の沙陀であっ

たと考えることができる.つ まり,李 克用の本来の系譜は,朱 邪益度一 思葛一

執儀(執 宜)一 国昌一 克用 とつながる朱邪系統の沙陀族であり,唐 にとって大

きな役割を果たすようになるのは,執 儀以降である.だ からこそ,墓 誌8～9

行で執儀以降の功績が特筆されているのである.こ れを後世の編纂者が尽忠の

系譜に結び付けて改ざんしたのであり,す なわち従来考えられてきた図2の よ

うな系譜を,わ れわれは考えあらためるべきなのである.
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(c)李 克 用 の 子 に つ い て

次 に,墓 誌 銘 に記 載 され た李 克 用 の子 に つ い て,考 察 を加 え てみ よ う.墓 誌

銘 に は,

王 の 弟 四 人,官 氏 の 次,豊 碑 に志 列 す.小 君 三 人,長 は浦 国夫 人 劉 氏,子

無 し.少 は魏 国 夫 人 陳 氏,亦 た 子 無 し,次 は留 国 太 夫 人 曹 氏.… … 即 ち今

の 嗣 王 令 公 は實 に 奮 国 太 夫 人 の 自 出 な り.嗣 王 の 兄 令 昭 義 相 公,名 は 嗣

昭,乃 ち 王 の 元 子 な り.嗣 王 の 次 親 弟 二 十 三 人,名 を 具 さ に して 後 に 列

す.存 貴 黙夏,存 順 索葛,存 美 順師,存 矩 迭子,存 範 醜漢,存 覇 端端,存 規

歓郎,存 聡 喜郎,善 意,大 香孚,重 喜,小 香孚,住 住,神 奴,常 住,骨 骨,高

八,小 端,小 恵,延 受,小 住,寳 弥,小 称.

と記 され,25人 の 子 の 名 が 記 され る.李 克 用 の 子 に関 す る ま と ま っ た記 録 は

『五 代 会 要 』巻2,諸 王(p.15),『 旧 五代 史』巻51,宗 室伝(pp.689-691),『 新

五 代 史 』巻14,唐 太 祖 家 人伝 ・太 祖 子(ppE150-152),『 新 唐 書 』巻75下,宰 相

世 系 表 下(pp.3453-3454)に み え る.『 旧五 代 史』は7人 の 子 の 名 しか載 せ な い

が,そ の他 の書 は8人 の 名 を記 録 す る.た とえば,『 新五 代 史 』(pp.150-151)に,

太 祖 の子 八 人:荘 宗 は長 子 な り,次 は存 美 ・存 覇 ・存 礼 ・存 渥 ・存 又 ・存

確 ・存 紀 と日 ふ.… … 蓋 し存 覇 ・存 渥 ・存 紀 は荘 宗 と母 を 同 じ うす る な

り,存 美 ・存 又 ・存 確 ・存 礼 は其 の 母 の 名氏 号 位 を知 らず.

と記 され る.し か し,墓 誌 銘 の25人 には お よ ば ない.以 下,こ れ ら編 纂 史料 と

墓 誌 銘 と を照 合 し,考 察 を加 え で み た い 。

まず,墓 誌 銘 の 「嗣 王 の 兄 令 昭 義 相 公,名 は嗣 昭,乃 ち 王 の 元 子 な り」とい う

記 述 で あ るが,李 嗣 昭 の 名 は 編纂 史料 中 に現 れ る.編 纂 史料 の 「李 嗣 昭 」は,字

は 益 光,小 字 は進 通 とい い,李 克 用 の 母 の弟 で あ る代 州 刺 史 の李 克 柔 の 仮 子 で

ぼ 　

あったという.ま た,「李嗣昭」の本姓は韓氏で,扮 州太谷県の民家の子であっ

たところ,李 克用に見出されて引 き取 られ,李 克用の弟の李克柔の仮子になっ

(6)『 旧 五 代 史 』巻52,李 嗣 昭 伝,p,701.
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たと伝えられる.「李嗣昭」は天祐三年十一月に昭義節度使 となり,後 梁の龍徳

二年(922)四 月に鎮州攻撃において戦死 した.墓 誌が「昭義相公」と称 している

のは,李 嗣昭が李克用によって昭義節度使 とされたことに因む.墓 誌文には「嗣

王之兄」「(晋)王之元子」とあるので,李 存易 より年長の克用の養子であった可

能性 もあるが,李 嗣昭が李克用の仮子であったという記録はない.

ところで,李 克用の長子は編纂史料の伝えるところでは李存昂(荘 宗)で あ

る.と ころが,李 克用には落落 という子がおり,『旧五代史』巻26,武 皇本紀下

(p,354)ケこ5ま,

(乾寧三年=896年 七月)是 月,武 皇,沐 軍と酒水の上に戦ふ.鉄 林指揮使

落落檎へ らる.落 落,武 皇の長子なり.

とみえ,李 克用の長子であると記 される,ち なみに落落はこの直後に,魏 博節

度使羅弘信に引 き渡 され,殺 されてしまう.さ て,乾 寧三年(896)の 時点で,

荘宗李存筋は光啓元年(885)生 まれであるから12歳 であ り,鉄 林指揮使であっ

た落落は李存易より年上であると見なしてよいだろう.こ れからすると,編 纂

史料中の落落が墓誌銘の 「嗣昭」である可能性 もあるが,落 落が昭義節度使で

あった事実は確認できず,墓 誌銘の記述すべてに対応するわけではない.墓 誌

銘の「嗣昭」を編纂史料中の李嗣昭に比定することも,落 落に比定することもど

ちらも決め手に欠けるのである.

次に存美(順師),存 覇(端端)の2人 については李克用の子として編纂史料で

確認できる,た だし,順 師,端 端という呼び名は確認できない.

次に存貴(黒吉夏),存 順(索 葛),存 範(醜 漢),存 規(歓 郎),存 燧(喜 郎),善

意,大 翻,重 喜,小 翻,住 住,神 奴,常 住,骨 骨,高 八,小 端,小 恵,延 受,

小住,宝 弥,小 弥については,い ずれも編纂史料中にはその名が見えず,確 認

できない.

存矩(迭 子)は,『 旧五代史』巻97,盧 文進伝(p.1294)に,

(7)『 新 五 代 史』巻36,義 児 伝,p.386.

(8)『 旧 五 代 史 』巻52,李 嗣 昭 伝,p,704.
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初め,荘 宗の山後八軍を得るや,愛 弟の(李)存 矩を以て新州団練使 と為

し,以 て之を総領せ しむ.

とみえ,李 克用の子であることが確認できる.

では,墓 誌銘に記された25人 の子はどのように理解すべきなのか.こ れにつ

いて,墓 誌銘の記載の子は李克用の実子に限らず,仮 子 を含むのではないかと
くの

考 え る こ とが で き る.『 新 五 代 史』巻36,義 児 伝(p.385)に,

太 祖 の 子 を養 ふ こ と多 な り.其 の紀 す 可 き者 九 人,其 の 一 は 是 れ 明 宗 為

り.其 の次 は 嗣 昭 ・嗣 本 ・嗣 恩 ・存 信 ・存 孝 ・存 進 ・存 璋 ・存 賢 と 日ふ.

と記 され,李 克 用 に多 くの 義 児 が 存 在 した こ とが わ か る.編 纂 資 料 か らは明 宗

(李 嗣 源)を 含 め9名 が確 認 で き る(た だ し,李 嗣 昭 は 李 克 用 の 弟,李 克 柔 の 仮

子).さ ら に,『 資 治 通鑑 』巻266,後 梁 紀 ・太 祖 開 平 二 年 二 月 条(p.8690)に,

初 め,晋 王 克 用,多 く軍 中の壮 士 を養 ひ て子 と為 し,寵 遇 す る こ と真 の子 の

如 し.晋 王 存筋 の 立 つ る に及 び,諸 仮 子 皆 年長 に して握 兵 し,心1央 映に して

伏 せ ず,或 は 託疾 して 出で ず,或 は新 王 に見 ゆ る も拝 せ ず.李 克 寧権 位 既 に

重 く,人 情 多 く之 に 向ふ.仮 子 の 李存 顯,陰 か に克 寧 に説 ひ て 曰 く… …

とあ り,李 克 用 が仮 子 を寵愛 して い た こ とが わか る.と 同 時 に仮 子 の季 存嶺 の

名 が確 認 で き る ほか,同 条 の 後文 で は 「仮 子李 存 敬 」の 名 も確 認 で きる.こ の 他
ほ 　　

に,李 存 審 ・李 建 及 ・李 存 儒 とい う仮 子 も いた.

編 纂 史料 で挙 げ られ て い る李 克 用 の 仮 子 の 名 は,「 嗣 」字 を持 つ4人(李 嗣

源,嗣 昭,嗣 本,嗣 恩)と 「存 」字 を有 す る9人(存 信 ・存 孝 ・存 進 ・存 璋 ・存

賢 ・存 顯 ・存 敬 ・存 審 ・存 儒),お よび李 建 及 が 確 認 で き,あ わ せ て14入 で あ

(9)仮 子 については矢野主税 「唐代 に於 ける仮子制 につ いて」(広島文理科大学 史学科教

室編 『史学研究記念論叢』,柳原書 店,1950年),同 「唐代 に於 ける仮子 制の発展 につ

いて」(『西 日本 史学』6,1951年),栗 原益男 「唐五代の仮父子的結合の性 格一 主 と し

て藩帥的支配権力 との関連 にお いて一」(『史学雑誌』62-6,1953年),同 「唐 末五代の

仮父子的結合 におけ る姓名 と年齢」(『東洋学報』38-4,1956年),堀 敏一 「藩鎮親衛軍

の権 力構造」(『東洋文化研 究所 紀要』20,星960年;同 著 『唐 末五代変革期の政 治 と経

済』,汲古 書院,2002年)な ど参照.

(10)前 注(9>栗 原1953,p.15参 照.
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る.こ れ に実 子 の10人(李 存 筋 ・存 美 ・存 覇 ・存 礼 ・存 渥 ・存 又 ・存確 ・存 紀

に落 落 と存 矩 を加 え る)を 合 わせ る と24人 が編 纂 史 料 か ら確 認 で き,墓 誌 銘 の

25人 に近 似 す る.

とこ ろ で,墓 誌 銘 には 「存 貴(黒 吉夏),存 順(索 葛),存 範(醜 漢),存 規(歓

郎),存 燧(喜 郎)」とい う よ うに,名 の 後 に小 さ な字 で 別 名 ら しき もの が 記 され

る.こ れ らは 字 と解 す る よ りは,む しろ外 号(呼 び 名,あ る い は ニ ック ネ ー ム)

で あ る と思 わ れ る,醜 漢 は 漢語 で あ る な らその 容 貌 か らつ け られ た もの で あ ろ

う し,ま た,歓 郎 ・喜 郎 は そ の 性 格 も し くは 人 間 関 係 に も とつ く呼 称 で あ ろ
　 　 け

う.と すれば,存 貴の黒吉夏は明らかにキルギスの漢字:音転写であ り,存 順の索
くユ 　 う

葛はソグドに関係す る何 らかの語の漢字音転写であるので,彼 らは,存 貴がキ

ルギス系の仮子であ り,存 順がソグ ド系の仮子であったと解されるであろう.

李克用の仮子集団が非沙陀系の諸族から成 り立っていたことは,編 纂史料か

らもあきらかである.例 えば,李 嗣源は,具 体的出自は不明であるが,北 方遊
い ヨコ ロ の

牧系民族の出身であろう.李 嗣昭は沿州の漢族であ り,李 嗣恩は吐谷渾部の者

(11)キ ル ギ ス は 『旧唐 書 』『新 唐 書 』『旧 五 代 史 』『新 五 代 史 』で は 「貼 夏 斯 」あ る い は 「鮎

蔓 斯 」の語 で あ らわ れ る.

(王2)従 来,「 索 葛 」の 語 は,soghdの 漢 字 音 転 写 と考 え られ て い た(Pulleyblank,"A

SogdianColonyinInnerMongolia",τbκ η8Pα041,1952,参 照).近 年,こ の 考 え に 対 し

疑 問 が な げ か け られ て い る が,「 索 葛」=soghdを 否 定 す る説 もあ らわ れ て い な い.漢

文 史 料 中 の 「索 葛 」は 「薩 葛 」「薩 葛 」と も表 記 さ れ,9世 紀 末 に現 在 の 山西 省北 部 の大

同 ～朔 州 一 帯(代 北)に 居 た ソ グ ド系 の 部 落 を指 す 語 と して 登 場 す る.「 索 葛 」がsoghd

の 直 接 の 音 転 写 字 で な い と して も,ソ グ ドに 関係 した(あ るい は ソ グ ド語 の)音 転 写 字

で あ る こ とは 間 違 い な い だ ろ う.ち な み に,「 索 葛 」の 語 は,従 来 北 宋 の 威 平 四 年

(1001)に 編 纂 され た 『続 通 典』が 最 古 の 用 例 で あ った が,「 李 克 用 墓 誌 」が もっ と も古

い 出典 とな る.こ の 点,前 注(1)森 部2001(pp,56-60)で 述べ た もの を訂 正 した い.

(13)李 嗣 源(後 の 明 宗)に つ い て,史 書 は そ の 出 自 を明 記 しな い.『 旧 五 代 史 』巻35,明

宗 紀(p,481)は 「代北 の 人 な り」とのみ 記 し,「 新 五 代 史』巻6,明 宗 紀(p.53)に は 「世

よ本 夷 狭 な り」と記 さ れ る.又,李 嗣 源 の父 の 寛 が 朱 邪 姓 を 冒 した とい う朱 鼻 尊 の考

証 も あ るが(「 唐 朱 邪 府 君墓 銘 石 蓋 記 」『曝 書 亭 集 』巻67,5a-b),こ の こ と を もっ て李

嗣 源 が 沙 陀 で あ っ た とは実 証 で きな い.

(14)『 新 五 代 史』巻36,義 児 伝,p,386.
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であ り,李 存信は廻鵤部の人である.李 存孝は本名が安敬思であり,本 貫が代
ロ の

州の飛狐であることを考えると,8世 紀後半に代北へ移住 してきたソグ ド系突
　　 お 　

蕨の後喬と考えられる.ま た李存賢は許州を本貫 とする王姓のもので,漢 族で
ロ 　　

あ ろ う.

おわ りに

以上,李 克用墓誌銘について,実 地調査にもとつ く釈文 ・訳注および,誌 文

と編纂史料の記述との異同を比較 しつつ,以 下の点を述べた.

(1)李 克用の系譜は,朱 邪部に出自するもので,沙 陀部とは別系統である,広

義の沙陀突厭は,当 初は沙陀部が首領を輩出していたが,9世 紀初頭の沙陀の

東遷を期に朱邪部に指導権が移 り,以 下朱邪執宜 ・赤心(李 国昌)・李克用 ・李

存島 と世襲 された.

(2)し か しなが ら,墓 誌の執儀 と編纂史書の執宜とは同一人物 と見られるもの

の,そ れ以前の系譜は両史料問で一致 しない.こ れは,李 克用 ・存島二代に仕

えた文官の撰 した墓誌の方が信愚性が高く,編 纂書の系譜は,後 唐明宗の時期

に何 らかの理由で,沙 陀尽忠 と朱邪執宜 とが結びつけられて新たな沙陀の系譜

が創造されたものとみなければならない.

(3)墓 誌銘に記載された李克用の子の名は,そ の数の多さからして実子のみな

らず,仮 子を含めたものである.こ のことは上述のごとく「晋王克用,多 く軍中

(15)『 新 五 代 史』巻36,義 児 伝,p,390.

(16)『 旧 五 代 史』巻53,李 存 信 伝,p.713.

(17)『 旧 五 代 史』巻53,李 存 孝 伝,p.714;『 新 五 代 史 』巻36,義 児 伝,p.391.

(18)周 知 の とお り,安 姓 は 中 国へ 移 住 して きた ブハ ラ出 身 の ソ グ ド人 が冠 した,彼 ら特

有 の 姓 で あ る.た だ し,唐 末 か ら五 代 に か け て河 東 北 部 で確 認 で きる ソ グ ド姓 を 有 し

た 者 た ち の 多 くは,六 州 胡 の 系 統 で あ る こ とが確 認 で き る(前 注(1)小 野 川 重942参

照).そ の 習俗 は純 粋 の ソ グ ド人 とい うよ り も,突 厭 の影 響 を多 分 に受 けて い る 者 た ち

で あ る.そ の意 味 に お い て彼 らを ソ グ ド系 突厭 と呼 ん で お きた い.森 部 豊 「唐 末 五 代

河 東 地域 に お け る ソグ ド系 武 人 の 系統 と沙 陀 勢 力」(平 成14年 度 東 洋 史研 究大 会 発 表

要 旨,『 東 洋 史研 究 』61-3,2002年,pp。85-86)参 照.

(19)『 旧 五 代 史』巻53,李 存 賢 伝,p.721.

(51)



の壮士を養ひて子 と為 し,寵 遇すること真の子の如 し」という李克用の時期にお

ける沙陀の構造的特徴を体現 しているものと考えることができる.す なわち,

沙陀と称 される種族は,少 なくとも9世 紀の段階では純粋沙陀突蕨だけでな

く,キ ルギス ・ソグド・ウイグル ・漢といった様々な出自の ものから構成され

る集団であったとみるべきであることが,本 墓誌によって一層明確になったと

いえよう.

【引 用 史 料 典 拠 一 覧 】

二十 四史 → 北 京 ・中華書 局標 点本

『資 治通鑑』→ 北 京 ・中華書 局標 点本(1956年)

『五 代会要』→ 台北 ・世界書 局標 点本(1979年)

『冊 府元亀 』→ 北 京 ・中華書 局,明 版影印本

『安禄 山事 　』→ 上海古 籍出版社標 点本(1983年)

『文 選』→ 台北 ・藝文印書館 影印本(1974年)

『礼 記』→ 十三経注疏 『礼記正義』(上海古籍出版社,1990年)

『春 秋左伝 』→ 鎌 田正著,新 釈漢文大系 『春秋左氏伝 』!～4(明 治書院,1971・74・

77・81年)

『書 経』→ 加藤常賢著,新 釈漢文大系 『書経』上 ・下(明 治書院,1983・85年)

『論 語』→ 吉田賢抗著,新 釈漢文大系 『論語』(明治書院1960年)

『荷子』→ 藤井専 英著=,新 釈漢文大系 『筍子』上 ・下(明 治書院,1966・69年)

『穆 天子伝』『孔叢子』『山海経』→ 四部叢刊初編(上 海商務印書館影印本)

『謝宣城詩集』→ 漢魏六朝一百三家集(台 北 ・新興書局影印本,Ig68年)

[追記]本 稿の石見清裕調査研究分は,2002年 度早稲田大学特定課題研究「唐末沙陀突豚

史の基礎的研究」(2002A-836)に よる成果である.
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